
 

第４章 東ティモール国及びプロジェクト対象候補地の 

農業生産/米生産 
 

４－１  東ティモール国の主要作物生産 

国の土地利用のうち可耕地は 174,410ha で、その内訳は、水田と湿地（水田および湖沼）

が 41,905ha、畑地と裸地が 60,356ha、牧草と果樹が 47526ha、農園が 45,674ha となっている

（1997 年 National Board of Land of East Timor Province）。国の主要作物はメイズ、米、キャ

サバ、コーヒー、サツマイモ、タロ、豆類、野菜などである。他にバナナ、ココナッツ、

果樹、工芸作物等がある。 

FAO/WFP 調査によると主要 3 品目の 2003 年の面積と生産量は、表 1 に示すとおり、メ

イズが 50,400ha で 70,175t、米が 43,550ha で 65,433t、キャサバが 41,525 t と推測されている。

メイズ及び米の単収は 1.5t 前後で低い。それぞれの収穫期は、メイズは概ね 2 月～5 月頃に、

米は 5 月～9 月頃まで、キャサバはほぼ周年収穫される。雨季作前の 11 月からメイズ収穫

前の 2 月頃までの 3 カ月は穀物不足が深刻になる。（Suco Survey 2001） 

表 2-1：Timor-Leste Crop Production Forecast in 2003  

Maize Rice Cassava 
Area Yield Production Area Yield Production Production

 作 目 

県 
ha t/ha ton ha t/ha ton ton 

Aileu 1,200 1.5 1,800 190 1.5 285 1,200
Ainaro 550 1.5 825 1,500 1.2 1,800 550
Baucau 6,600 1.5 9,900 8,000 1.8 14,400 6,600
Bobonaro 5,500 2.0 11,000 6,000 2.0 12,000 5,500
Covalima 7,750 1.5 11,625 2,000 1.2 2,400 7,750
Dili 750 1.5 1,125 120 1.5 180 750
Ermera 2,500 1.5 3,750 1,500 1.2 1,800 2,500
Lautem 4,000 1.5 6,000 2,000 1.5 3,000 4,000
Liquica 1,350 1.5 2,025 290 1.2 348 1,350
Manatuto 800 1.5 1,200 4,200 1.8 7,560 800
Manufahi 1,150 1.5 1,725 600 1.5 900 1,150
Oecussi 5,750 0.6 3,450 1,100 2.0 2,200 2,875
Viqueque 6,500 1.5 9,750 9,200 1.2 11,040 6,500
小計 44,400   64,175 36,700   57,913 41,525
Upland 0     3,500   3,500 0
Second crop 6,000   6,000 3,350   4,020 0
合計 50,400 1.3 70,175 43,550 1.5 65,433 41,525
出典：Special Report FAO/WFP Crop and Supply Assessment Mission to Timor-Leste 
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４－２ 東ティモール国の米生産 

東ティモール国では、政府による米の生産量や販売量などのデータは少なく、各機関に

よりそれぞれ算出されている。最近の FAO/WFP の CROP and FOOD SUPPLY ASSESSMENT

調査によると 2003 年～2004 年の穀物輸入量は 62,000t（米 48,000t）と推定しているように、

食糧は自給されていない。実際 Border Control Office での聞き取りでも、2003 年 1 月から 9

月までの米の輸入量は 38,151t（約 560 万$、キロ当たり 0.148$）と推定値と同様な実績を示

している。 

国内 13県別米の生産及び自給予測（生産余剰/不足）については、2001年 9月 FAOの PRICE 

POLICY FOR RICE IN THE EAST TIMOR STRATEGY AND OPTIONS 調査で、4 県では余剰

があるが、残り 9 県は不足と推察し、余剰が見込まれるのは西部 Oecussi と Bobonaro,中部

の Baucau、東部の Viqueque 県としている。 

(1) 試験研究・農業普及 

現在、農林水産省には他の国のような農業試験場的施設はない。農林水産省以外の

農業関連試験研究機関として東チモール国立大学農学部があり、開発調査報告書

（JICA）では将来の連携機関と報告している。現在ヘラキャンパスは 29ha の農学系、

6ha の Animal Science の圃場（どちらも現在は荒地であるが将来は試験圃として活用さ

れる）、ポストハーベスト・土壌・Animal Senesce などの実験棟からなり、各種施設が

オーストラリア支援で整備中である。将来米に関する品種比較、施肥試験、栽植密度

などの試験が始まれば農業研究の一翼を担と思われるが、それまでにはまだ時間がか

かる。 

農林水産省食用作物部では、オーストラリアの支援 Seed of Life で Seed 

Multiplication/Trial Center を Manufahi 県 Same、Aileu 県 Aileu、Liquica 県 Loes で実施し、

メイズ、米、キャサバ、ポテト、豆類他食用作物の品種試験を通した優良種子の選定

を実施している。これまでの試験結果でも、稲共試改良品種の収量は、在来品種に比

べて 2～3 倍を示すなど、かなり有望な数値が出てきている。2004 年は Bobonaro, Baucau, 

Manatuto, Betano の 4 県で試験を予定しているが、2 月時点では、試験内容の検討や種

子の入手などまだ準備中であった。 

栽培管理技術のトライアルは穀物課(Cereals Section)が担当している。現在、品種の現

地適応試験を Maliana で行っており、Manatuto と Viqueque でも施肥方法、収穫時期の

検討、品種の現地適応試験を予定している。（予算待ち） 

普及については、作物栽培技術情報などが、ラジオ（土曜日の午後 5 時～6 時の１時

間農家向け）やパンフレット配布で農家に提供されている。また、2002・2003 年には、

モデルファームを Dili 県稲栽培、Manufahi 県稲栽培（25ha）、Covalima 県稲栽培（20ha）、

Bobonaro 県メイズ栽培（50ha）、Baucau 県稲栽培（100ha）、Viqueque 県稲栽培（50ha）

に設けて地域の一般農家に生産技術の展示/普及を行った。これには政府の技術指導と

種子を投入した。 
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3 箇所ある Agricultural Service Center（Aileu、Viqueque、Bobonaro の各県）は、地区

の農業者に対し WB の資金援助と農林水産省の技術指導で設立された農業者団体であ

る。主な事業は、種子・肥料・農薬など生産資材の購売、共同施設及び機械の利活用、

農産物の共販、農業生産技術の研修などである。また組織の運営に関わる会議や研修

などが必要に応じて開催され、農家による自立した農業振興をめざして事業が進めら

れている。各種研修には講師として農林水産省スタッフを依頼し栽培管理技術などの

指導を行っている。 

 

(2) 種子生産/配布 

現在、東ティモール国にはメイズや米など主要作物の政府種子生産施設はない。2002

年と 2003年は、GTZの資金援助を受け、インドネシアから IR64のStock seedとExtension 

seed（保証種子と思われる）を導入した。農林水産省は、この Stock seed を種子生産農

家（Same25ha, Viqueque2ha, Aileu 他 3ha）に配布し種子生産を試みたが、農家は自家

消費を優先してしまい、種子生産にはつながらなかった。この時バーター方式による

モミの集荷も検討されたが、準備不足で農家と話し合いができなかった。 

2004 年には IR64 の原種生産を開始し、翌 2005 年には保証種子を収穫、それを一般

農家に配布する計画もある。農林水産省種子生産担当者によると、採種栽培は一般の

稲作と区別した栽培を想定している。但し、保証種子の認定に欠かせない圃場のモニ

タリングや種モミの品質検査（異品種混入、千粒重、発芽率、水分含量等）実施につ

いては、技術及び予算両面で難しいと、現況を説明していた。このように種子生産シ

ステムの構築には、問題の処理も多く、まだ当分時間を要すると思われる。 

種子生産とは別に、この導入された普及種子の一部は Baucau, Manatuto, Viqueque, 

Lautem 各県の一般農家に種モミとしても配布された。（害虫、旱魃など被災農家が優先

された）農林水産省種子生産課は、現状では IR64 が、奨励品種として有望としている。

また、米の目標収量については、現在の収量より 1.0t 高い 2.5t にしている。 

 

(3) 米の主要産地及び導入品種 

東ティモールにおける、米生産 10,000t 以上の 3 県は、上位から Baucau, Bobonaro, 

Viqueque となっている。ついで Manatuto と続く。Bobonaro は、稲作の自然環境に恵ま

れ、意欲的に取り組む農家が多いことなどで、東ティモール稲作の先進県とみなされ

ている。また、Viqueque は灌漑面積も多く、他県より 2 期作が多いとされている。Manatut

県は灌漑施設が改修されたことにより更に生産が伸びるとみられている。灌漑水田の

品種については、改良系が半分以上栽培されていると推測される。（一部には 75％まで

カバーしたとの意見もある） その主な品種は IR64・Membrano（IR 系が両親）などで

ある。その他に各県の稲作農家はローカル品種を使用しているが、その作付け割合は

漸減傾向と推測される。 
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(4) 作付け体系 

当国における作付け体系は、メイズ、米、キャサバなど主要作物の単作、あるいは

それらと他の作物を組み合わせたものになっている。なお、灌漑稲作の代表的な作付

け体系は、米単作・米 2 期作であり、米とメイズや豆類他を取り入れる農家もあるが

少ない。農林水産省からの聞き取りによると、灌漑が整備され、農家の生産意欲が高

い極一部の地域では、3 毛作が行われている。 

 

(5) 生産資機材の流通 

インドネシア時代、政府は農家に肥料や農薬の支援を無償で行ってきた為、肥料は

いまの農家にとって手の届かない高価な資材となっている。 

他方、ディリ市内の商店には、種子、肥料、農薬、耕耘機、脱穀機、精米機、小型

灌漑ポンプ、鍬、鎌などが陳列され種類や量も豊富である。在庫がない場合でも、注

文後 3 週間から 1 ヶ月で入手できる。耕耘機、精米機、脱穀機、エンジンなどの大部

分はインドネシア製で、修理部品なども容易に入手できる。また、作物の種子、野菜

の交配種などを扱う商店もあり、農業に必要な資機材はほぼ揃っていると言ってよい。

（価格は表 2-2 ディリ市内の資機材小売価格を参照） 

 

表 2-2：ディリ市内資機材の小売価格 

資機材 価格($) 輸入元/メーカー 説明 

耕耘機        

（M1000） 
2,300 インドネシア 

8.5 馬力のインドネシアクボタディーゼ

ルエンジン搭載 

（G1000） 2,150 〃 〃 

精米器 1,850 インドネシア 
SATAKE 20～22 馬力のディーゼルエ

ンジン、能力 650kg/時間 

  1,400 中国 DAIICHI 

小型灌漑ポンプ  （3in） 380 インドネシア 
ポンプはKOSHIN、エンジンはホンダ 5.5

馬力ガソリン 

（2in） 350 〃   

脱穀器 650 中国 5 馬力のガソリンエンジン 

〃 600 〃 7 馬力のディーゼルエンジン 

電動ノコギリ 60 MAKITA 4100NH 

機

械 

電動ドリル 60 BOSCH   

尿素 15     

TSP 16     

KCL 20     

15-15-15 20     

肥

料 

NPK 20     

2004 年 2 月中旬、小売店で聞き取りにより作成 
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(6) 土壌の改善 

農林水産業開発調査報告書（JICA）によると、ラクロ灌漑地区の土壌については、

土壌養分が少なくバランスに欠くと報告されている。また、Seed of Life Project の 2000

と 2002 年に行った土壌分析では、酸度は 4.9～7.5 と幅があり、アルカリ性土壌が多い

と報告している。また、塩基（Ca、Mg、K）は高いと分析されている。 

窒素固定を促進する豆科作物の栽培面積は少なく、土壌の改善までにはつながって

いないと推測される。また、殆どの農家は、稲ワラを家畜に与えるか、焼却してしま

い水田に鋤こまず、モミ殻や家畜の糞も同様に利用されていない。増産を目指した土

壌改善には、有機質の投入、豆科作物導入他が必要と考えられるが、現時点ではあま

り行われていない。これは、農産物市場価格の低迷などにより、農家の生産意欲が盛

り上がらず、土壌改善まで意識がつながらないことも、一因と思われる。 

 

(7) ポストハーベスト 

農林水産業開発調査報告書（JICA）によると、収穫後の貯蔵、脱穀、精米の過程で

相当量の損失が報告されている。ロジステック社（米買い付け業者）の昨年実績を参

考に算出した精米率は、概ね 60％であった。この白米は現物がなかったため品質調査

はできなかったが、仮にディリ市場の国産米と同じと想定すると、輸入米と比べ、品

質は低いと推測される。また、農家の庭先で行われている伝統的な精米（調査時は在

来種であった）を見ると、クズ米が殆どで、完全な粒は数える程しかない。この低精

米率の原因は、収穫後の処理及び生育に関係していると思われ、次回は更なる調査が

望まれる。 

 

(8) 農産物の流通・販売 

地方からディリへの農産物流通は、小規模な仲買人に委ねられている。彼らの買い

付け場所は、地方の市場や個々の農家である。農林水産省からの聞き取りによると、

輸送は路線バスなどを利用し、1 回の扱い量は少ない。しかしながらマリアナ農業サー

ビスセンターからの聞き取りによれば、このような状況下でも、穀物などまとまった

量があればディリの業者が買い取りに来ることもある。 

2001 年 Centro Logistic National de Timor-Leste が、農産物（主に米）の流通を促進し

価格の形成や農産物の集配を目的に設立された。農林水産省認可の民間会社であるが、

職員 19 名を配し、倉庫を Manatuto（500t）、Maliana（1500t）、Dili 本部（3500t）に所

有し、モミの購入、精米、販売を行っている。大型車両を所有しないので、地方から

ディリへの輸送については、車をチャーターしている。また、1 台所有している小型ト

ラック（1.5t）は、農家から地方倉庫までの買い付けに利用している。 

2003 年には GTZ から 11,000 ドルのローンを得て Manatuto, Bobonaro 両県で、1 キロ

当たり 0.11～0.12$で 130t のモミを買入れ、精米後の約 80t の白米をディリ市内にて 1
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キロ当たり 0.27$で販売した。元金を GTZ に返済後、諸経費の支払いを済ませたら手元

には殆ど残らず、現在は活動資金が底をついている。 

2004 年は Manufahi, Baucau, Viqueque, Covalima, Manatuto, Bobonaro 県から 3000t の米

購入を計画しているが、2 月中旬時点で購入資金がないため、各機関にローンの申し込

みを行っている状態である。このような段階では個人仲買人による農産物の流通が主

流となっている。 

    一般的な輸入白米の輸入価格は概ね 1 キロ当たり 0.14$、輸入業者から小売への卸価

格 1 キロ当たり 0.24～0.27$、市場小売価格は概ね 1 キロ当たり 0.33$である。一方、国

産モミ生産者販売価格は、1 キロ当たり概ね 0.11～0.12 ドルとなっている。上記ロジス

ティク社は精米後の白米をディリ市内にて 1 キロ当たり 0.27$で販売した。扱ったモミ

の品種は IR64 が多いと思われる。なお販売先は特定できなかった。 

 

(9) 気象データ 

現在、東ティモール国では、Dili 及び Baucau2 箇所の空港で気象観測を行っている。

他に個々のプロジェクトでは活動に必要な気温や降雨量などを観測していると思われ

るが、農林水産省所管の観測所はない。同省担当は気象データの必要性を感じており、

2004 年度に設置の申請をする予定と話していた。プロジェクトが開始される時は、基

本的な情報収集の一環で、農業開発/振興に必要な観測に取り組まなければならないと

考える。 

 

(10) 他ドナーの取り組み 

農業分野の主要な食用作物に関する援助プロジェクト・実施機関は以下の通りであ

る。 

表 2-3 農業分野他ドナーの取り組み 
プロジェクト 実施機関 対象地域 

Seed of Life ACIAR Betano, Bobonaro, Baucau, Liquica, Aileu, Manatuto, Loes 

ARP WB 全国 

Food Security GTZ Baucau, Viqueque, Lospalos, Manatuto 

   〃 FAO 全国 

Biological Control USAID Baucau 

AMCAP UNDP Ainaro, Manatuto 

  農林水産省資料を元に作成 

４－３ 対象地域の主要作物・米の生産（ラクロ灌漑地区） 

対象地区の主要作物は米が殆どで、一部食用や換金作物としてメイズを栽培しているが、

面積はごく僅かである。一部の農家は遠距離の山間地に畑地を所有し、メイズ、豆類、野

菜などを作っている。県農業事務所作物課によると、2003 年、Manatuto 県下の稲平均単収

は 1ha 当り 1.5t、ラクロ灌漑地区は同 2.5t としている。（JICA/CARE 2003 年 4 月調査では約
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1.8t）主な使用品種は IR-64, Maneran, Marito などで、Ikan などローカル品種の作付面積は漸

減傾向であり、変わって IR64 など改良品種の面積が伸びていると思われる。 

対象地区の農業振興を担う県農業事務所作物課の昨年度の主な活動は、種子配布、農業

機械の運用及び維持管理などについての研修であった。また、IR64 の普及種子を 4t 県下の

192 農家（被災農家優先）に配布した。2004 年は 1t の種子を 48 農家に配布する予定である

が、播種時期を迎えている２月現在まだ実施されていない。昨年は種子を無償で配布した

が、今年は農家へ配布した後、同量のモミを農業事務所へ返還するよう指導し、農業事務

所はそれを別の農家へ配布することとしている。他に 2001 年と 2002 年は、尿素 40t を県下

の農家へ無償配布した。（2001 年ノルウェー政府肥料支援の一環） 

対象地区のラクロ灌漑地区では、前回 450haに水稲が作付けされ、2004年の雨季作は 660ha

全圃場で栽培される予定。年 3 回の作期（1～4 月、5～8 月、9 月以降）を可能とし、9 月

からの栽培には早生品種で対応するとしている。 

 

４－３－１ 対象地区の米生産 

対象地区であるラクロ灌漑地区における水稲栽培管理の現況調査概要は以下による。

本調査時期は、2 月の雨季作の圃場準備中に行われ、耕起・代掻き、育苗、移植作業など

の実際を見ることが出来た。しかし、その他の作業については、農家や関係者からの聞

き取りをまとめたものであり、次回調査で引き続き調査されることを望む。また、まと

めるにあたり、開発調査、パイロットプロジェクト（JICA）報告書を参考にした。 

(1) 圃場準備 

灌漑が始まると畦の修理を行い、耕耘と代掻きの準備をする。伝統的な水牛によ

る代掻き（蹄耕法：レンチャー）は、20 頭以上の牛が 3 回ほど圃場に入り、水牛の

蹄により土を踏みつけながら代掻きをするものである。20 頭以上の水牛を一軒で所

有する農家は少なく、その農家数は地域（ラクロ灌漑地区以外のも含む）で概ね 40

～50 戸である。水牛を持たない農家は、水牛の所有者に作業を委託するが、申込者

が多いため待つことが多い。 

2ha の代掻きに 9 日（3＋3＋3）費やす農家もいる。更に問題は、それぞれの代掻

き間隔が 1 週間から長ければ 10 日間になり、次回代掻きまでに圃場の水がなくなり、

水が十分張っていない圃場で代掻きをする事になる点である。このような間隔で行

うので、レンチャー請負農家が代掻きできる面積は限られてくる。代掻き状態を見

てみると、レンチャーは踏みつけるだけなので、耕起はあまり期待できない。よっ

て、田植え直前の圃場には、土壌に鋤きこまれない多くの雑草が繁茂していること

もある。 

レンチャー料金の支払いは収穫量の半分が一般的である。耕耘機の場合はプラウ

と砕土がセットで 1ha 当たり 30～40 ドル、現金のみが多い。現金が用意できない農

家はレンチャーに頼ることになる。耕耘機の 1ha 当たりの耕起・代掻きには 2～3 日
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かかる。これは、1 枚の圃場が狭いこと、それぞれの圃場には段差があるために、機

械の移動に時間を要するためである。 

耕耘機による耕起・代掻き作業は、プラウと牽引砕土器で行われる。（一部ロータ

リーハローもある）圃場が適度に湿った状態でプラウを行い、その後水を入れて代

掻きするが、2 つの作業を同時に行うことも多い。耕起・代掻き作業中に、均平作業

をする農家は殆どいない。代掻きは、土塊を砕くためだけで、田面の均平や、土を

膨軟にするものは少ない。 

(2) 種子・品種 

自家産のモミを種子として使用する農家が多い。種子生産用の稲とする、特別な

管理や圃場は設けない。あくまでも一般のコメ生産の中で収穫後来年の種モミとし

て必要量を分別するだけである。しいていえば、モミを傷つけない目的で、脱穀時

に種用のモミだけは機械を使わず手作業でおこなう程度である。種モミの貯蔵には、

湿気が少ないと思われる場所が選ばれる。種モミが不足する場合は、知人や親戚か

ら一般のモミを分けてもらう。 

地区の移植栽培（育苗、田植え方式）は、インドネシア統治時代、政府の指導で

導入された。それ以前ポルトガル時代から移植をする農家もいたが極僅かであった。

1980 年台から除々に移植型に移行し、現在はほぼ全域で行われている。現在僅かに

残っている直播型の収量は、当然移植型より低い。（移植に比べ播種量は多く収量は

概ね半分）生育日数が短い利点があるので少雨など天候不順の年には、圃場準備が

遅延した場合取り組む農家もいる。 

品種については、主に Maritu, Ikan, IR64,（別名：Dimasu） Membrano（IR 系統が

両親）などが使われている。それぞれの収量性は 2.0～2.5t と、品種間による収量性

はあまりない。（農家談話によると Maritu は早生と晩生の 2 種類ある） 以前同地区

で使われた品種は、Nippon, India, IR8, IR5, Mokor, Singapore,他いろいろあったが、現

在は前述品種に落ち着いている。 

農家の種子対応については、異品種が増加（混合）すると別の品種に変えるとし

ている。農家にとって良い種の条件を尋ねると、「別の種が混ざっていないこと」と

回答する。一般農家レベルでは、長年同じ種を自家採取していると、その品種が崩

れ（おそらく交雑や突然変異がおこると思われる）別のものが混じってくるものと

思われる。 

(3) 育苗 

播種量は１ha 当たり 30～40 キロ。種モミは水選してから芽だしを行う。催芽種子

を専用の育苗圃に散播する。この時苗床を作らず（通路の土を掘りあげて床を高く

することはない）圃場全面に種をばら播く。（写真 1）種子の低品質や圃場の不均平

などにより生育ムラが生じる圃場が多い。播種後数日は水を落とし、その後水を入
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れるが、害虫防除のためか深水で管理する圃場が多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  写真 1：代表的な育苗圃 

(4) 移植 

播種後 25～30 日苗を移植する。作業は家族労力で行うものや、知人・親戚と共同

で行うものがある。戸当たりの圃場枚数にもよるが、概ね 20～30 人で 1ha を 1 日で

植える。聞き取りでは、正条植えはなかった。 

移植 3～4 日前に排水し、苗を植え、その 3～4 日後水を入れる。聞き取りによる

と、この方法は、水を張った状態で移植すると苗が浮くため、苗が確実に活着する

まで入水しない、というものである。圃場準備の項でもふれたが、代掻き後でも土

が軟らかくないため、苗と土は密着できない。指穴に苗を置く様な状態が多い。（写

真 2）田植え時水が少ないから、さらに植えにくい。 

 

写真 2：代掻きと移植直後の苗の状態 
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(5) 施肥 

殆どの農家が使わない。昨年使った農家は県農業事務所が無償で配布され

た

(6) 除草

肥料は

物である。その肥料も配布時に、適切な施用方法の説明がなかったため、農家は

自分の判断で使った。施用時期は、移植後が多かったが、もともと少量なので、適

切な施用方法を農家に伝えていればと悔やまれる。使った圃場と無肥料の圃場の違

いは、茎葉の生育では差があったが、収量では、あまり差が無かったと農家は答え

ている。 

 

で生育期間中 1～2 回行う。多くの農家は除草が収量増につながることを自

覚

(7) 害虫被害

手作業

している。 

 

タイワンクモヘリカメムシなどの被害で収量が半減する事例もある。

地

(8) 野鼠害

生育後半に

区全体に被害が広がることは無いようであるが、一旦発生すると防除ができない

ので深刻な状況になる。農薬や散布器は高価で一般の農家は使用できない。 

 

に厄介な問題であり、収穫が 2 割以上減収することもある。畦草を刈り

取

(9) 刈り取り

害虫同様

るなどの人力で防ぐ農家もいるが、手っ取り早く薬を使用する事がある。 

 

カ月前後、鎌やナイフで株刈りをする。刈り取り時期の目安は播種後の

月

(10) 脱穀

播種後 4

数とする農家が多く、稲の生育状態や穂の色等は参考にする程度である。田植え

は共同作業が多いが、刈り取り作業は家族で行う農家が多い。 

 

用が多い。利用料金は 1ha 当たりモミで 1～2 袋である。人力による脱穀は、

刈

(11) 乾燥・貯蔵

機械利

り取った稲を一箇所に集め足踏みで脱穀する。 

 

チィックシートを使い 2～3 日間天日乾燥する。調査中、精米所に持

ち

(12) 精米

脱穀後プラス

込まれるモミや、飯米用に保管している一般農家のモミの品質を見る機会があっ

たが、それを見る限り、保管状況はそれほど悪くないと思われた。 

 

ットプロジェクトで導入した精米機は現在も運用されている。精米料金は

1$

パイロ

／1 袋と他の精米所より割高である。現金とモミ支払いが可能。2003 年 12 月に開

設した個人精米所の料金は 0.5$／1 袋で現金のみの支払い。機械以外に伝統的な精米

もあるが、労働負担や仕上がり具合から、機械の精米が増えている。 
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(13) 販売 

余剰や現金が必要なときに米を販売する。売り先は仲買人や民間のコメ流通業者

CL

 

４－３－２ 農業機械 

ェクトで導入された耕耘機 2 台、脱穀機 2 台、は旧ハブラスマ

ナ

る台数は

そ

 

４－３－３ 水稲作付け様式（Cropping Pattern） 

2 期作は 5 月～8 月、第 3 は 9 月以降

で

 

NTL（Centro Logistic National de Timor-Leste）である。精米した米を市場に持込み

自身で売ることもできる。CLNTL は現金取引と庭先集荷をするので、特に輸送手段

がない農家にとっては便利である。隣近所や親戚内での、食料が不足による、米の

貸し借りもある。 

JICA パイロットプロジ

ツトグループ管理者により運用され、精米機 1 台は旧モーバイルブリゲートの管理者

が運用している。それぞれの管理者は県農業事務所に利用実績を報告すること、機械の

維持管理は自らの努力で行うよう取り決められている。それぞれ料金を設定（グループ

メンバーは燃料代、他の農家は 30～40 ドル/ha）し作業を行い、農家は現金やモミで支払

いをしている。農業機械の修理代が高額で運用が十分できないグループもある。修理は

部品の交換や溶接修理などいろいろある。修理箇所や傷み具合を見ると、無理な運転を

していると思われるものもあり、今後さらに故障が増えるものと想像される。 

これまでラクロ灌漑地区には約 30 台の耕耘機が導入されたが、実際動いてい

れより少ない（3 台はエンジンの故障で動いていない）。1 台の耕耘機は、1 シーズンに

概ね 15ha の耕起・代掻きが可能である。導入された耕耘機だけでは、水利組合が予定し

ている期間内で、地区の耕起・代掻きを行うことは困難である。（水牛併用でも難しい） 

図 2-1 に示すように、第 1 期作は 1 月～4 月、第

ある。稲の栽培期間は、品種で異なるが概ね播種後 110～120 日が一般的である。これ

に田植え前の作業として、灌漑、耕起・代掻きなどの圃場準備、さらに刈り取り、脱穀

などの作業を加えると、少なくとも 1 カ月以上が加わる。その上、灌漑施設が適切に運

営されることが条件となり、計画的な灌漑が実施されない場合さらに期間は延びる。こ

のようにラクロ灌漑システム水利組合の計画にはかなり無理がある。第 3 回目は早生品

種を使う計画になっているが、かなり厳しいと思われる。（農業事務所もハンドトラクタ

ー及び水牛が不足しているので、圃場準備が長引き、実施は厳しい、としている） 
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2-1 ラクロ灌漑システム水稲作付け様式 

 7 8 9 10 11 12  
図

 12 1 2 3 4 5 6
第  1 

 
             

 

 

（水利 合からの き取 を元 作成  

 

－３－４ 農業経営 

 形体は稲を基幹作物とし、貯蓄のために家畜を取り入れた、食

の余剰を試算した。条件は 1ha 自作農、

7

表 2-4 ラクロ灌漑地区の稲作農業経営と自家消費後の余剰（試算） 

収量

組 聞 り に ）

第 2               

             第 3  

               

４

 ラクロ灌漑地区の営農

用作物と畜産の複合経営といえる。稲以外のメイズ、野菜、豆類、その他畑作は家庭菜

園規模が殆どである。労働力は家族労働で、手間のかかる移植、除草、収穫などは共同

で行い、雇用労力は無い。営農資金については、ハンドトラクターの賃耕など現金が必

要な場合は、モミの販売や農外収入であてる。肥料や農薬は、殆ど使わないので生産費

は、種子、耕起・代掻き、脱穀、水利に関わるものである。（小作料の料金は収穫量の半

分が一般的であるが、収穫量により増減がある） 

次にラクロ灌漑地区の稲作農業経営と自家消費後

人家族、耕起・代掻きは機械利用、収量は水利組合及び農業事務所聞き取りの 2.5t（40kg

入り 60 袋）とした。 

 60 袋/40kg 7 人家族、自作農、1ha 水田 

  肥料・農薬は使わない 

種子代 1  袋  

耕起代 9 360kg×0.11＝39.6$ 

脱穀代 2  

水利代 1  

   

自家消費 21 ミ 3 袋/人＝白米 72kg モ

精米代 1 0.7 ドル/袋、精米率 60％ 

   

余剰 25 5×40kg＝1000kg 2

ラクロ 取り 成       灌漑地区農家からの聞き を参考に作

2003 年 4 月の世帯調査によると、農家の平均年間所得は 262$であった。ここでは、そ

の全額を家計費で支出したと仮定し、262$が家計費の最低額とする。上記表の余剰 25 袋

をすべて販売すると 110$（1,000kg×@0.11$）、自家消費と精米分は 100$弱となり、全てを
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販売したとしても 262$に満たない。 

また、現金が必要な時は、モミを売るため、収穫後数カ月でモミがなくなることが想

定

 

４－３－５ 旧種子生産センター（BBI） 

インテイク）を踏査したが、雨季最中の 2

月

テイクを観察したが、毎回増水の

た

 

－４ 現地調査結果のまとめ及び今後の展望 

因の検討をこころみた。これについては

農

(1) 考えられる米増産作阻害要因 

合が良く機能していない 

一など） 

③ 

行われていない。 

理など） 

(2) 考えられるその改善状態 

組合が良く機能する。 （組織） 

術） 

 

とした。 

ラクロ灌漑地区の稲作栽培技術の改善は、水利組合が良く機能し、施設が良く管理・運

営

される。さらに、耕起や代掻き代分もない事態が発生するなど、厳しい状況が推測さ

れる。このことからも、早急に増収を目的に営農の改善を図らなければならないと考え

る。 

灌漑水源であるスマセ川の取水口（フリー

、少量の取水にとどまっていた。同地区にはインドネシア時代に建設された別の水路

もあるが、それには通水されていなかった。この 10ha の圃場は、ラクロ灌漑プロジェク

トに隣接しているが、周年の重力灌漑には整備しなければならない点もあり、長期的な

圃場利活用には、さらに詳細な調査が必要である。 

前述踏査とは別に、ラクロ川で伝統的なフリーイン

びに簡易施設の破壊、土砂の堆積、その修復と、取水の苦労を見聞した。 

４

本調査を通してラクロ灌漑地区の米増産阻害要

業開発調査（JICA）及びパイロットプロジェクトにおいても同様な報告がある。 

① ラクロ灌漑システムの水利組

② 灌漑施設が十分管理・運営されていない。 

（計画的な水配分・水利費の徴収・作期の統

農家の生産に対する意欲が低い。 

④ 圃場準備（耕起・代掻き）が適切に

⑤ 栽培管理技術の未発達 （種子、肥培管理、圃場内水管

① ラクロ灌漑システム水利

② 灌漑施設が良く管理・運営される。       （施設） 

③ 農家の生産意欲が高まる。            （人） 

④ 圃場準備（耕起・代掻き）が適切に行われる。  （重点技

⑤ 適正な栽培管理技術が実践される。        （全般的技術）

※ 圃場準備は栽培管理技術の一つであるが、特に重要と考え別項目

され、農家の生産意欲が高まることなどで、達成されるものと考える。種子、肥培管理、

育苗、移植等々の栽培技術展示は容易にできるであろうが、それらが農家の圃場で実践さ
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れるためには、これらのハードルを乗り越えなければならない。上記に関連する営農の改

善については、早急な米増産対応が必要と考える。そのためには灌漑施設をフル活用した

米 2 期作導入、単収の向上などに取り組まなければならない。 

また、これまでの耕起・代掻きは、水牛（蹄耕法：レンチャー）と耕耘機でおこなって

き

クロ灌漑地区農家を対象に取り組み、その成果・手

法

次世代を担う若者も多く、プロジェクトの

実

た。しかし、現状の作業では、苗を適切に植える代つくりとしては、まだまだ不十分で、

改善しなければならない点が多い。 

種子生産や各種適応試験は、当面ラ

を全国に広げていくことが妥当と考える。 

地区農家の生産に対する意欲は高くないが、

施に担い手育成は不可欠と考える。彼らへの問いかけでは農業への夢も感じられ、これ

はプロジェクト実施に明るい材料である。 
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第５章 東ティモール農村社会の概況 

 

５－１ 地域概況 

５－１－１ 人口及び行政区分 

2001 年の村落調査（The 2001 Survey of Suco）によれば、Manatuto 県（District）の人口

は 35,446 人（男性 17,793 人、女性 17,652 人）、世帯数は 8,136 世帯であり、同県は行政

区分上 Manatuto, Laclo, Laleia, Laclubar, Soibada, Natarbora の 6 準県（Sub-District）、29 の村

落（Suco）に分かれている。 

  Manatuto 準県（Sub-District）の人口は 12,706 人（男性 5,148 人、女性 5,237 人）、世帯

数は 2,321 世帯であり、平均世帯構成員数は約 6 人である。同準県は行政上、Aiteas、Ailili、

Sau、Maabat、Iliheu、Cribas の 6 村落、19 の集落に分かれている。そのうち、4 村落、8

集落の住民が Laclo 灌漑システムを利用しており、専ら市街地に居住している住民が中心

となっている。なお、特に市街居住区において村落及び集落の境界は混在しており、村

落単位の居住区分は明確ではない。 

表 3-1 地域村落人口 

村落名 集落名 世帯数 男性 女性 総人口 備考 

Aiteas Biwake 266 446 521 1233  

 Umasau 120 412 358 890  

 
Karlilu 117 252 374 743

当集落の農民は Laclo 灌漑を利用していな

い。 

Ailili Iun 217 342 364 923  

 Belebato 51 321 350 722  

 Rembor 172 416 359 947 約 10 世帯のみが Laclo 灌漑を利用。 

Sau Sau 324 772 740 1836 約 60 世帯のみが Laclo 灌漑を利用。 

 
Obrato 103 257 256 616

当集落の農民は Laclo 灌漑を利用していな

い。 

Maabat Maabat 80 133 165 378  

 Soraha 76 159 155 390  

出所：The 2001 Survey of Sucos 及び各村長からの聞き取りによる。 

 

５－１－２ 行政･自治機構及び行政サービス 

県レベルの行政機構は、政府内務省の任命による県知事（District Administrator）のもと

に各省庁の県事務所が置かれ、本省の指導監督による各セクターの政策を調整する形と

なっている（図 3-1）。各県の下には、同じく内務省任命による準県知事（Sub-District 

Administrator）が配置されている。県の予算は年間 40,000$程度で、各準県への経常経費

の割り当ては年間 1800$程度と極めて少ない。 

行政区分上、準県の下には、村落（Suco）が置かれているが、その代表となるのは村長
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（Chefe de Suco）であり、現在の村長の大半はインドネシア時代より村長職にあったが、

一部東ティモール民族抵抗評議会（CNRT）の指導下で選定された例もある。各村落はそ

の下部機構である複数の集落（Aldeia）から構成されており、集落長（Chefe de Aldeia）が

その代表として位置づけられている。集落の下部には、インドネシア時代に組織された

隣組（Rukun Tetangga: RT）に相当し、数世帯から構成される Equipa と呼ばれる小単位が

あるが、対象地域での聞き取りによれば、独立以後の行政機構の頻繁な変更等の理由か

ら、その機能が失われている村落も多いという。なお、東ティモール政府は現在、住民

選挙による村長の選出及び村落委員会の設置を検討しており、2004 年 6 月を目処に村長

及び村議会議員の選挙が実施される予定となっている。村落委員会は、村長、全ての集

落長、女性の代表 2 名、17 歳から 35 歳までの青年男女の代表各 1 名、及び伝統的リーダ

ー１名から構成され、4 年間の任期を務めることになっている1。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 3-1 Manatuto 県行政機構 
  出所：国際協力機構東ティモール駐在員事務所山西企画調査員作成資料。 

また、上記の行政機構と平行して、対象地域村落には祖霊信仰に基づく伝統的なリー

ダーが存在し、以前より実質的な村落行政･自治機能を担ってきた。Katuas と呼ばれるこ

れら数名の伝統的リーダーは、長老会（Conselho dos Katuas：Council of Elders）を構成し

ており、村落内の紛争調停や問題解決、村落全体に関わる重要な決定は、その合議によ

ってなされる。村落によっては後述の血族集団の代表から成る集落単位の長老会が構成

されている例もあるが、一般には、村落レベルで長老会が構成されており、その長は

Katuas-Boot と呼ばれている。これらの伝統的リーダーは一般に、村長に対する助言を行

う立場にあるとされ、村落によっては、これら伝統的リーダーが村長を指名する権限を
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有する例もある。対象地域では、冠婚葬祭等の儀式のみならず、あらゆる共同体的意思

決定に伝統的リーダーの関与は不可欠であり、今日でも住民の思考・行動様式に多大な

影響力を及ぼしている。次ページ図 3-2 に示す通り、CRNT 及び東チモール暫定政府がこ

れらの伝統的リーダーを近代行政の枠組みに含めていたことは、村落の社会・政治的力

学におけるその重要性を示唆するものであると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 行政機構の変遷 
出所：Ospina S. et. al. (2001) Traditional Power 

Structures and the Community Empowerment 

and Local Governance Project をもとに作成。 

対象地域 4 村落においては以前より Laclo 灌漑地区内に Welenas と呼ばれる村落の共有

地（水田）が存在し、各村落の伝統的リーダーがその管理を行っている。4 村落のうち 1

村落では現在もこの共有地を共同で耕作し、その収穫を全て伝統的な祭礼儀式の費用に

充てているが、その他の 3 村落では一部を職田としており、村長にその耕作権及び収穫

が与えられている。 

なお、当該地域において最も基本的な社会単位となるのは、Ahimatan と呼ばれる血族

集団で、各血族集団には世襲制で継承される Lia Nain と呼ばれる伝統的リーダーが通常

は 1 名おり、内部的な問題の解決・調停・裁定の役割を担っている。これらの血族集団

は歴史的に、地縁的な相互関係を含めたより広範なコミュニティ単位を形成しており、 

各々のコミュニティはその指導的立場にあるリーダーを核として、Uma Lulik（Sacred 

House）と呼ばれる象徴的祭儀場を共有し、現在でも年 1 回の伝統的儀式を行っている。

Manatuto 準県には 5 つの Uma Lulik に所属する社会集団があり、Aiteas 村の Uma Lulik に

属する Belebato がその中心的存在となっている。ただし、これらの Uma Lulik の単位は村

落や集落の区分とは一致しておらず、住民の意識の上では Uma Lulik 単位でのコミュニテ

ィの認識も依然として根強く残っているよう観察される。 
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図 3-3 コミュニティ構造と村落（概念図） 
出所：住民からの聞き取りをもとに作成。 

５－１－３ 社会経済概況 

Manatuto県のなかでもManatuto準県は 1999年の騒乱による被害が比較的大きかった地

域であり、住民の大半が避難の経験を有し、民家の損傷や家畜被害も多かったと報告さ

れている。家屋等については復興支援期を通じて相当数が修復されているが、現在でも

個人住宅の残骸が市街地に散見される状況である。対象地域住民の大半は Manatuto 市街

地に居住しており、次表 3-2 に示す通り、基礎生活インフラは比較的整備された状況にあ

る。 

表 3-2 対象地域村落一覧 

 Aiteas Ailili Maabat Sau 

面積 （ha.） 21,090 630 1,260 570 

ディリからの距離 66Km 66Km 66Km 66Km 

現地語 Galolen Galolen Galolen Galolen 

主要作物 米 米 米 米 

主要作物の主な利用 販売 自家消費 自家消費 自家消費 

集落数 3 3 2 2 

市街地集落数 2 1 2 2 

小学校 ○  ○  

中学校 ○  ○  

高校 ○  ○  

配電（夜間のみ） ○ ○ ○ ○ 

給水 水道及び井戸 水道及び井戸 水道及び井戸 水道及び井戸 

出所：East Timor Transitional Administration et. al (2001) The 2001 Suco Survey、BPS 

(1997) Timor Timur dalam Angka、及び各村落村長からの聞き取りによる。 
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(1) 教育 

Manatuto 市街（Maabat 及び Aiteas）には公立及びカトリック系の私立学校があり、

小学校から高校までの教育が行われている。一部の遠隔集落には小学校のみが設置

されているところもあるが、中学校、高校への進学は Manatuto 市街の施設を利用す

ることになる。一部の富裕層の間では子女を首都ディリの高校や大学に進学させる

例も散見される。教育費用は小学校の場合、公立で児童 1 人あたり月額 0.5$、私学

では 5$程度であり、後述の通り学齢期の子女を多く持つ世帯にとっては重い負担と

なっている。 

(2) 保健医療・給水 

Manatuto 市街地の中心部には医師の常駐するヘルス･センターがあり、20 床の入院

施設及びマラリア検査設備を有し、一般診療のほか、予防接種プログラムなどを実

施している。対象地域では上気道疾患、マラリアなどが主要な疾患と報告されてお

り、一般の疾病については同施設が利用されることが多いが、一部の住民は伝統的

な医療従事者の診断を仰ぐこともあり、出産については正常分娩の場合、インドネ

シア時代に訓練された伝統的介助者のサービスを伴う自宅分娩が大多数である。 

Manatuto 市街地の居住区では、インドネシア統治時代から一部の簡易水道が設置

されており、1999 年の騒乱後、2000 年に上水道が修復・拡大されている他、掘り抜

き井戸、手押しポンプ井戸などの給水施設が整備されている。ただし、市街地から

離れた集落では、飲料水を井戸に依存する地域も散見される。 

(3) 生活インフラ整備状況 

対象地域村落はインドネシア統治時代よりすでに配電されており、1999 年の騒乱

時に配電設備の多くが破壊されたが、2000 年以降修復が進められ、現在では毎日午

後 7 時から 12 時まで配電されている。電気料金はメーター制、または使用アンペア

に基づき徴収され（2 アンペアの場合料金は 3$／月）、未払いの場合は送電が停止さ

れる。2003 年の CARE 世帯調査によれば対象地域の約半数程度の世帯が電化されて

いる。なお、電話や郵便等の通信手段は現在殆ど存在しない。 

家庭用の燃料としては殆ど全ての世帯で薪が利用されており、近隣の山林地から

調達されている。対象地域では台所が屋外の別棟に設置されるのが一般的であり、

石置きの簡易かまども多く見られる。 

Manatuto 市街地には常設市も設置されており、日常的な生活必需品の大半は市場

内の商店から調達される。ただし、肥料や農薬等の農業投入材は対象地域内では入

手できないため、外部支援による供与や、首都ディリからの個人調達（富農層のみ）

に依存している。集落内には個人経営による小商店（Kios）が複数運営され、洗剤や

調理材、菓子・飲料類などを中心とする日用品を扱っている。 

当該地域の住民は、Manatuto市街中心部にあるカトリック教会を利用しているが、

Ⅰ－46 



 

一部の遠隔地集落には、小規模なチャペルが設置され、神父ら宗教指導者の巡回に

よる宗教行事が行われている。 

(4) 生計及び家計支出 

当該地域住民の生計は農業に依存しており、主たる生産物は水稲であるが、米は

一義的に自家消費用であり、現金需要に応じて必要時に販売されるのが一般的であ

る。自家消費用のトウモロコシや根茎作物（キャッサバ及びサツマイモ）、野菜（カ

ラシナ、赤ワケギ、カンコン、トマトなど）、バナナやココナツ等の果樹も小規模な

面積の畑地で栽培されている。市街地に居住する住民の間では一般的に観察されな

いが、一部の外縁部及び遠隔地集落では、家庭菜園での野菜生産も行われており、

余剰生産物が市場で販売されている。また、当該地域の住民の一部（CARE 世帯調査

では約 10％）は副次的に漁業に携わっており、漁獲の売り上げが重要な現金収入源

となっている世帯も散見される。 

農業生産経費以外の家計支出のうち、主なものは子女の教育費であるが、自家生

産のみで年間の食糧を供給できない世帯の場合、収穫期前の数カ月にわたり、米の

購入が家計支出の大きな部分を占めることになる。住民からの聞き取りによれば、5

～6 人家族で月平均の支出は 40～50$程度といわれている。 

対象地域、また一般に農村地域では、公式、非公式を問わず信用供与のプログラ

ムは事実上不在であり、農家世帯が営農資金や生活資金を借入することは現在極め

てまれである。現金需要が生じた場合、米や家畜を売って資金化することが一般的

に行われている。銀行の融資については首都ディリの銀行からの貸付が存在するが、

土地や家屋の抵当を必要とし、年利 12％の融資条件であるため、一般の農民にとっ

ての利用の可能性は極めて低い。 

 

５－１－４ 土地利用 

Manatuto 県全体の土地利用は以下のとおりであるが、準県及び村落ごとの土地利用に

ついてはデータが未整備なため詳細は不明である。 

表 3-3 Manatuto 県土地利用 （単位：Km2） 
水田・湿地 裸地・畑地 牧草・果樹 園地 雑草地 雑木林 集落等他 計 

81.1 23.8 n.a. 10.2 74.3 1,463.1 52.9 1,705.4 

出所：BPS, Timor Timur dalam Angka（1997） 

CARE 世帯調査結果をもとにみた土地所有は偏りを示している。世帯あたり所有地は

0.5ha～27ha と開きがあり、小作農も含めた所有地の平均は 1.15ha であるが、5ha 以上の

農地を有する 2％の農民が、全体の 20％の土地を所有している。 

対象地域には小作農も多数存在しており、小作の形態は地主と小作が収穫を折半する

刈り分けが一般的であるが、種籾やハンドトラクターの経費などが地主から提供された
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場合、負担の程度により収穫後の分配率が決定される。また、自家所有地のみならず借

地をあわせて耕作を行う農民が存在する一方、所有地の一部のみ耕作する農民もおり、

7％近くが未利用地であると報告されている。 

なお、農地については、借金の抵当として債権者が耕作権を得る Pinor と呼ばれるシス

テムが存在している。通常数百ドルの規模で 2～3 年の耕作権を得るが、返済が完了する

まで耕作権は債権者にあるとされ、対象地域でも一部でこのシステムによる耕地利用が

あるといわれている。 

 

５－２ 農村レベルの組織活動 

対象地域には水利組合、農民グループ等の組織が存在するが、いずれも活動歴は浅く、

組織としての形態・機能の面からも極めて未熟な段階にある。慣習的相互扶助機能を除き、

これらの組織は外部からの働きかけにより形成された経緯があり、総じて組織的な求心性

は弱く、内部的な問題解決能力の面でも多くの課題があるように見受けられる。 

 

５－２－１ 水利組合 

緊急復興支援の一環として修復された灌漑水路の維持管理を目的として、Laclo 灌漑地

区では 2001 年半ばに水利組合（WUA）が設立されている。灌漑地区内に農地を所有する

農家 303 世帯から構成され2、支線ごとにグループ化されている。同水利組合は現在活動

計画を策定中であり、組合員全員を含めた協議が近日中に予定されているが、運営形態、

規定等については未だ不確定な要素が多い（詳細については灌漑分野の報告を参照）。 

  当灌漑地区では以前より、Marino と呼ばれる水管理の役割を担う伝統的リーダーが存

在した3。各村落一名の Marino は伝統的に定められた一族の男性による世襲制で、それぞ

れの担当区の灌漑水路（幹線・支線）の維持管理及び配水の調整を行う役割を担ってい

た。4 名の Marino のうち 1 名は Kabuwe と呼ばれる 4 村落の Marino の長の立場にあり、

各作期最初の取水時や収穫期に行われる伝統的儀式を司っている。植付け後、及び収穫

期の伝統的儀式においては山羊・水牛などの犠牲が捧げられるが、これらの調達及び費

用負担は Marino の責任となっており、農民は収穫期に籾で Marino に謝礼（聞き取りで

は 1ha.あたり約 25～50kg と言われるが、実際には面積ではなく収穫量に応じて支払額が

定められているようである）を支払っている。インドネシア統治時代に、政府は既存の

Marino による管理システムを踏襲したため、他地域に見られるような水利組合

（Perkumpulan Petani Pemakaian Air: P3A）は当該地域においては設立されず、行政から月

25000～30000 ルピアの手当てが Marino に対し支給されていた。なお、4 名の Marino は

                                            
2 2003 年に実施された CARE の世帯調査では、353 名が組合員としてリストされているが、そのうちの 25％程度が小作

農であるため、組合の台帳には記載されていないものと考えられる。 
3 Marino は対象地域に特徴的な伝統的職責であり、他の灌漑地域には必ずしも存在しない。このことは、過去、当地域

には灌漑水をめぐる紛争が数多くあり、伝統的なリーダーの通常の裁量では解決できなかったことを意味していると考

えられる。 
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現在水利組合の執行機関に組み込まれており、組合役員とともに幹線水路の維持管理責

任を担う。支線以下の水路の管理については、Marino の監督のもと、新規に任命された

各支線水路の担当者が責任を負うこととなっている。 

支線ごとのグループについては、組合としての十分な組織化が成されているとは言え

ず、情報伝達及び意思決定への参画のメカニズムを早急に確立する必要がある。水利組

合の育成のためには、執行部の能力強化のみならず、支線グループが効果的な集団機能

を果たせるよう支援していくことが不可欠である。特に、基礎となる支線ごとの構成員

数や農地面積等についての正確な情報が把握されていないことは重大な問題であり、今

後の組織運営上、緊急に対応すべき課題であると思われる。なお、現時点では、当該地

域に多数存在する小作農民の位置づけに関する規定がなく、組合への加入については地

主と小作との協議に委ねられているが、今後の水利費徴収負担とも関係してくることか

ら、水利組合としての方針を明確化することは重要であり、また将来的には農民間の経

済格差を拡大しないよう組織的な配慮も必要になると考えられる。 

 

５－２－２ 農民グループ 

対象地域では、JICAの開発福祉支援事業により、2000 年 2月から 2003年 1 月まで CARE 

International が実施した Community Empowerment Project を通じ、Hadomi Rai と呼ばれる農

民グループが組織化された。Hadomi Rai グループの構成員は、蹄耕用の水牛を所有して

おらず、自作農であり、かつ 0.5ha.以上の耕地所有ないし耕作権を有する農民で、耕地の

隣接状況に基づき組織された。対象地域村落での組織化及び支援実績は下表 3-4 に示す通

りである。これらのうち、Laclo 灌漑地区内に組織されたのは 2 グループのみであるが、

そのうち女性グループはプロジェクト終了後事実上解体しており、もう一方は後述のハ

ンドトラクター利用グループの一部として再編された様子であるが、今回の調査では過

去に供与された機材の維持管理等に関する情報を得ることはできなかった。 

表 3-4 プロジェクト対象予定地における Hadomi Rai グループ 

 村落名 グループ名 構成員数 設立 資機材供与実績 備考 

1 Sau Balimas I 30 Jan-Mar.‘01 トラクター2 台  

2 Sau Balimas II 30 Apr-Jun.’01 精米機、脱穀機各 1 台  

3 Aiteas Saring Lidung 30 Apr-Jun.’01 脱穀機 2 台 Laclo 灌漑地区 

4 Aiteas Sarinlidung KWT 10 n.a. 種子 
女性組織、Laclo 灌漑

地区 

5 Ailili Haburas 30 Apr-Jun.’01 トラクター1 台  

6 Ailili Kekerai 16 n.a. 種子 女性グループ 

7 Ailili Moris Kiak 22 n.a. 種子 女性グループ 

8 Ailili Buka Moris 30 Apr-Jun.’01 精米機、脱穀機各 1 台 女性グループ 

出所：JICA-CARE Joint Evaluation and Final Report on JICA Community Empowerment Program in East 

Timor（2003）。 
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2002 年以降、Laclo 灌漑地域では、灌漑支線を基盤とする農民グループが形成され、農

業省からハンドトラクターを貸与されている。同グループは、ハンドトラクターの共同

利用・管理を主目的としているが、必ずしも支線利用農民全てがメンバーとはなってい

ない。これらのグループでは、ハンドトラクターを利用しての耕起を組織的に行うため、

作期のはじめに作業日程の調整を行っており、将来的には共同作付け計画の単位として

機能する可能性も示唆されている。また、このグループ形成を契機として、それまで行

っていなかった共同作業を始めた事例も報告されている。 

各グループあたり 1～2 台のハンドトラクターが供与されており、修理を含めた管理責

任がグループに与えられているが、構成員からは、故障が多く、スペアパーツが入手で

きないことが問題として挙げられている。さらに、利用料金に 1ha 当たり 40～55$とグル

ープによる格差があること、また、需要に比してトラクターの数が不足しているためグ

ループ構成員が優先的に利用する結果となっており、他の支線利用農民の間に不公平感

が生じていることなど、問題も多い。同グループは灌漑支線を単位として形成されてい

るため、将来的には水利組合を通じて共通の運用規定を設定し、利用料金の統一や作業

スケジュールの調整を図るよう農業事務所からの指導を徹底していく必要があろう。 

表 3-5 Laclo 灌漑支線農民と農民グループ 

 支線名 支線管理者 
支線利用

農民数 
農民グループ長 

グルー

プ構成

員数 

備考 

1 Usun Betat Antonio Soares 

Labak 

26 n.a. n.a. （注） 

2 
Kamea Anan 

Leen 
Paulino 17 Manuel Nuno dos Reis 21 

Hadomi Rai の再

編と推定される

3 Iruin Leen Jose Soares Hadi 45 Jose Soares Hadi 16  

4 Ihun Ween Domingos Soares 

Anto 

8 Jose Arui 12  

5 Kilela Sebastiano Gusmao 36 Miguel Faria da Silva 15  

6 Dimoni Mateus Santos 43 Sebastiao da Silva 17  

7 Hatu Wai Joao Rodrigues 18 Gregorio N. Soares 15  

8 Inkero Luis Fernandes 19 n.a. n.a. （注） 

9 Hatu Sadan Joao De Carvalho 10 Manuel Soares Belo 12  

10 Ilatun Francisco da Silva 

Boe 

9 Salvador da Costa 

Sausa 

20  

11 Mataes Carlos Soares 20 Adelino Soares 15  

12 Kwibadon Antonio Soares 

Labek 

n.a. n.a. n.a. （注） 

13 Wesor Naru Domingos Pinto 29 n.a. n.a. （注） 

14 Wesor Badak Matias Soares 23 n.a. n.a. （注） 
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出所：水利組合資料及び農業 Manatuto 県農業事務所提供資料から作成。なお、支線利用農民数は土地所有

者のみの数値であり、実際にはこれに加えて小作農民も相当数支線を利用している。農民グループ

構成員が支線利用農民数を上回る例があるのはこの理由によると考えられる。（注）グループは組織

されているが農業事務所との契約文書が未締結のため詳細は不明。 

 

５－２－３ 伝統的相互扶助慣行 

田植えと収穫作業を共同で行う伝統的な相互扶助慣行は Serbisu Hamutuk と呼ばれ、隣

接する耕地を有する数世帯がグループを形成し、20～50 人程度の集団となって順番に各

世帯の圃場で作業を行う。このグループのメンバーはほぼ固定的であると言われるが、

必ずしも全ての農民がこれらのグループに所属しているわけではなく、このような共同

作業の経験を持たない農民も多い。また、この集団は水稲栽培においてのみ機能し、そ

れ以外の相互扶助活動は行われていない。 

また、Ailili 村の村長からの聞き取りでは、ポルトガル時代からの慣習的な相互扶助活

動として、蹄耕用の水牛を所有する農民と所有しない農民がグループを形成し、共同で

耕起を行うシステムが報告されている。これはコミュニティ内部における一種の社会的

保護（富農層による貧農層支援）の形態であると考えられるが、グループの構成員は固

定しておらず、富農層（同システムにおいて Capitan と呼ばれる）が有する水牛の数や、

水牛を持たない農民（Marinero と呼ばれる）からの要請に応じて作期ごとに形成される

という。 

 

５－３ ジェンダー概況 

５－３－１ ジェンダー関連行政組織及び政策4 

東チモールでは、ジェンダー･イシューにかかるナショナル・マシナリーとして、大統

領府に平等推進局（Office for Promotion of Equality）が設置されており、2002 年 12 月には

国連女性差別撤廃条約（CEDAW）を批准している。同局は、憲法、国家開発計画、及び

CEDAW 等の履行監視及び促進を目標としており、2003/04 年度のプログラムとして以下

の活動（予算総額は約 18 万$）を計画している。 

(1) 全省庁の政策におけるジェンダー主流化 

① 計画財務省及びスタッフ向けジェンダー予算分析研修 

② ジェンダー主流化行動計画の開発、実施、モニター及び評価を支援するための教

育省、保健省、内務省、農林水産省、司法省、通商産業省、開発環境省、労働連

帯省に対する研修 

③ 現職公務員の研修に関する公務員研修所との協力 

④ メディアに関する研修 

 

                                            
4本節の既述は東ティモール大統領府平等推進局古沢希世子専門家作成資料に基づく。 
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(2) 「平等の文化」の推進 

① CEDAW の効果的実施のための政府省庁及び市民社会関係団体及び個人への研修 

② 平等に関する意識向上のための広報媒体制作 

③ 省庁と市民社会の代表によるワーキンググループの組織 

④ 国立東チモール大学社会科学・政治学部委託「女性の経済的エンパワーメント」

に関する調査研究（マイクロクレジットプロジェクトの現状と問題点） 

(3) ジェンダー暴力に対処する行政能力の向上 

① 反 DV 法政府案の策定及び同案に関する公開協議と広報 

② DV への措置に直接関与する警察及び教会等への研修 

③ 反 DV 法に関する司法関係者や民間関連団体への研修 

(4) 女性のエンパワーメント支援 

① 戦略形成のための研究教育機関や女性団体との連携強化 

② 地域グループや国際機関との協力を通じ、女性の指導力、意思決定、公的活動へ

の参加に関する能力向上のために継続中の研修プログラムを発展させる 

③ 女性の経済力向上のために内外の関係機関と協働 

 

５－３－２ 女性組織 

東ティモールにおける代表的な女性組織としては 1975 年に東ティモール独立革命戦線

（FLETELIN）傘下の女性組織として構成されたティモール人民女性組織（Oreganizacao 

Popular de Mulheres Timorenses: OPMT）と、1998 年の CNRT（ティモール民族抵抗評議会）

設立と同時に OPMT から分離し、中央から村落までの各レベルに組織され、行政機構の

一部にも取り込まれたティモール女性組織（Organizacao Molheres Timorenses: OMT）の 2

組織が挙げられよう。現在、OPMT は政党色を強め、政策アドボカシーを中心として活

動を展開しており、一方 OMT は政治・行政的な役割よりむしろ女性の生活・生計向上に

特化した活動を行っている。また、2000 年には OPMT、OMT を含む 21 の女性組織によ

って「ティモール・ロロサエ女性ネットワーク（Rede Feto Timor Loro-Sae）」が設立され、

2000 年に国レベルの女性会議（Congresso de Mulher de Timor Loro-Sae）を開催し、2004

年にも第 2 回女性会議を予定している。 

Manatuto 県では県レベルの OMT が援助機関や国際 NGO の支援を受けて、女性を対象

とした教育活動や生計向上のプログラムを実施している。同組織の事務局からの聞き取

りによると、Manatuto 県には現在 5 つの OMT グループが組織されており、素焼き陶器工

場の運営と陶器の生産販売による所得創出、未亡人への生計支援、小規模金融などの活

動を実施しているほか、国連児童基金（UNICEF）による識字教育の受け皿としてプログ

ラムの実施を担っている。ただし、資金源を全面的に外部支援に依存していることから、

活動は総じて小規模で、また構成員数も極めて少ないため、地域的にインパクトのある
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組織とはなっていない。 

なお、インドネシア時代には村落部において、女性による家庭福祉運動グループ

（Pembinaan Kesejahteraan Keluarga: PKK）が中央レベルから州、県、郡及び村落のレベ

ルに至るまで組織され、家族計画、母子保健及び生活改善にかかる諸活動を行っていた

が、現在それらの活動は全て消滅している。 

 

５－３－３ 対象地域におけるジェンダー概況 

(1) 女性の系譜による血族集団 

ジェンダーの観点から重要と考えられる特徴として、Manatuto 準県に特有な女系

居住慣行（Kabentana と呼ばれる）が挙げられよう5。これは、結婚後、夫が妻の血族

集団（Ahimatan）に所属し、妻の出身地に居住するものである。ただし、この慣行に

おいては、もともと男性が所属していた血族集団との関係を保つため、第一子につ

いては夫の出身の血族集団メンバーとすることが一般的に行われている。Manatuto

県内でも他の準県では家父長制度に基づく系譜（Kabensai と呼ばれる）を継承する

のが一般的である。したがって、当該地域では、世帯内やコミュニティにおける女

性の地位は相対的に高く、非公式な場面における意思決定への女性の関与は大きい

と考えられる。 

この女系居住慣行は土地・財産の相続にも関連しており、男性は結婚後自らの血

族集団を離れるため、その血族集団の土地を相続することができず、その第一子が

相続権を有する。土地は均等配分相続であるため、対象地域においては女性が地主

となっている例も多い。実際の耕作に際しての所有地の概念は「家族の所有する土

地」を意味しているが、小作などの条件設定に関しては、地主である女性に最終的

な決定権がある。したがって、水利組合における小作農民の位置づけに関連して、

これら女性地主にも十分な情報を提供して理解を得るとともに、その意向が反映さ

れるよう留意することが肝要である。 

(2) 農業生産・生計活動における女性の役割 

当該地域では、女性は特に稲の移植と収穫時の重要な労働力となっている。また、

収穫された籾の保存や精米時の乾燥作業、伝統的な臼と杵を使った自家消費用の精

米作業も女性の役割とされる。ただし、後者については近年の精米機の導入により

作業量が減少している。また、自家消費用の畑作物、野菜、果樹等の生産にも女性

の役割は顕著であり、大型家畜については男性が責任を負うが、屋敷地周辺での小

家畜（豚、鶏）の飼育は女性の責任とされている。育児や料理などの家庭内労働に

関しては、一般的に女性がその担い手と考えられているが、家庭での燃料となる薪

の調達などは夫婦、または家族単位で行われることが多い。 
                                            
5東ティモールの他の地方では父系制が一般的であるが、母系制は Manatuto のほか、Suai や Viqueque の一部でも観察さ

れるという。 
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当該地域では一般に家計管理が女性の役割とされるため、現金需要に応じて小規

模に小家畜や籾を販売する場合、主として女性がその時期や量を決定するといわれ

る。営農資金の取り扱いに関しては男性に決定権があるが、女性も営農経費や収量

についての正確な情報を把握している。よって、水利費等に関して、組合員世帯の

女性に対しても予め周知徹底することは重要であり、将来的な水利費徴収に間接的

にせよ影響を及ぼす可能性は考慮しておく必要があろう。 

 

５－４ プロジェクト計画・実施にかかる留意事項 

(1) 外部支援への依存傾向（Dependency Syndrome） 

対象地域に限らず、東ティモールでは、インドネシア時代に、抵抗勢力への対応の

意味もあり多くの支援が投入されてきた経緯から、外部援助への依存傾向が非常に強

く、またこの外部依存傾向が、緊急復興支援期の大量の物的支援の投入によりさらに

助長されたように観察される。特に、緊急復興支援の多くがその性質上、限られた時

間の中で実施されたため、実施に先立つ受益者の社会的準備を欠いていた、あるいは、

短期的・直接的なインセンティブの提示により受け皿的な組織が形成される一方、支

援撤退後の持続性が担保されなかったというような負のインパクトは否定できない。

受益者の多くは支援内容についての当事者意識を持たないまま、継続的な外部支援を

ある種当然視する傾向にあり、かかる状況において、技術移転を伴う、長期的な視野

に立った支援を実施することには少なからぬ困難が予想される。 

したがって、今次のプロジェクトにおいて、活動に対する住民自身の参画意識を醸

成することは極めて重要であり、慎重な事前の調整及びプロジェクト当初の活動とし

てのソーシャル・プリパレーションに十分な期間をかけること、さらに実施期間を通

じてあらゆる場面で住民が活動主体であることを強調する機会を設定することが不可

欠であると考えられる。その際、地域社会や既存の組織の指導者層が中心となること

は必定であるが、一部の特定層のためのプロジェクトという印象を与えないため、特

に初期の協議・情報伝達にあたっては女性も含め地域住民全体を広く対象とするよう

特に留意する必要がある。また、通常の技術移転の対象となる政府機関職員に加え、

住民を直接の対象とした指導をプロジェクト活動の一部に含めることをも検討する必

要がある。さらに、当初より支援の段階的な撤退を組み込んだ活動計画を策定し、受

益者に周知徹底して彼らのコミットメントを取り付けておくことも、現実的な対応と

して考慮に値すると考えられる。 

(2) 強い伝統的組織・規範 

対象地域には、伝統的な規範やリーダーシップ構造が他の地域に比べても強く残って

おり、その一方で近代的な組織活動が殆ど見られないという状況が観察される。伝統的

な組織、規範及び行動様式のパターンは、プロジェクトが採るべき情報伝達、意思決定、

組織化及び住民の動員の方法を検討する上で看過できない要素であり、プロジェクト開
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始当初に十分な調査が必要であると考えられる。プロジェクト活動においては、その調

査結果を踏まえて、行政や農民組織といったチャネルに限らず、伝統的な集団機能や規

範のうち適切なものを選択し、それらに基づく働きかけをも重層的に行っていく必要が

あろう。 

農民レベルの組織活動に関しては、既に水利組合が伝統的な水管理システムを取り込

んだ形で運営されていることにも明らかな通り、伝統的なシステムから乖離、あるいは

それらを排除しては成立・機能しないと考えられるため、できる限り既に機能している

集団機能を取り込んだ組織運営形態を構築すべきである。一例として、支線グループの

強化にあたり、慣習的相互扶助グループをその内部機構として活用することも検討に値

しよう。現状では、新規の活動のために個別に組織を形成することは、その組織が機能

しないのみならず、既存の組織間に混乱をもたらす危険性もあるため、極力避けるべき

であると思われる。 

(3) 現場の行政官の数・経験の絶対的な不足 

東ティモールにおいては、政府の職員数が少なく、特に県事務所等、現場レベルの

行政官の数はその所掌範囲に比して絶対的に不足している。また、彼らの多くは行政

官としての経験も浅く、日常業務のための活動費等も限られていることから、通常の

技術移転のカウンターパートと同様の関与を期待することは現状ではきわめて困難で

あると考えられる。 

したがって、今次のプロジェクト活動の一部については、住民をその実質的な担い

手として位置づけた直接的な実施形態を採用せざるを得ないという事態も想定される。

このことは上述の外部支援への依存傾向に対処する上でも効果があると考えられる。

ただしその場合、単なるプロジェクトの雇用による動員には持続性が期待できないた

め、予め住民との間に合意を形成し、長期的かつ組織的な利益誘導に基づいて責任を

分担するよう、十分な調整が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 5-4 プロジェクト計画・実施上の留意点 
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第１章 調査の概要  

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

東ティモール国において、貧困緩和と食料安全保障の実現は国家政策上重視されて

おり、1999 年の政局混乱に伴う農業人口流出、一部灌漑施設の破壊、公共及び民間サ

ービスの停止等が原因で低下した農業生産性向上が急務とされている。  

主要食用作物のうち、特にコメについては国内生産量が国内需要を満たしておらず、

需要の約半分を輸入に依存している。生産性は水田で 1.54t/ha と低く、早急に対応す

ることが必要であり、JICA は主要コメ生産拠点の一つであるバウカウ及び最大消費地

ディリに隣接するマナツトを重点地域とし、農業機械、稲作栽培、水管理等、総合的

な協力を行うことを協力の方針としている。  

我が国政府は緊急無償資金協力によるマナツト県ラクロ灌漑施設（ 660ha）の修復

（2003 年 12 月完成）、開発調査による中期農業開発計画策定（2002 年 7 月完了）、及

びラクロ灌漑地区における灌漑水稲栽培に関する実証プロジェクトを 2003 年 8 月まで

実施してきており、今般、東ティモール国政府はこれまでの活動実績の強化・展開を

目的として、我が国に対して米の生産性向上と水利組織の強化を主な要素とする技術

協力プロジェクトの実施を要請した。  

これを受け、JICA は、要請内容の確認、当該セクター及び対象サイトの現状把握等

を目的とした第 1 次事前評価調査団を 2004 年 2 月に派遣した。第 2 次事前評価調査団

においては、第 1 次事前評価調査の結果を踏まえ、本プロジェクトの基本計画（案）

を策定し、同案について評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発

展性）に沿ってプロジェクト実施の妥当性を検討した上で、PDM（案）、PO（案）を

取り纏めた。  

 

１－２ 調査団の構成 

総括 /稲作  宮坂 実  独立行政法人国際協力機構農村開発部第一グループ  

水田地帯第二チーム長  

灌漑・水利組織  大沢 英生  独立行政法人国際協力機構国際協力専門員  

農業協力計画  田中 繁世  農林水産省大臣官房国際部国際協力課海外技術協力室  

海外技術協力官  

協力計画 /営農  明隅 礼子  独立行政法人国際協力機構農村開発部第一グループ  

水田地帯第二チーム職員  

評価分析  柴田 英知  株式会社三祐コンサルタンツマニラ事務所駐在員  
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１－３ 調査日程 

2004 年（平成 16 年）11 月 29 日～12 月 23 日  

月日   日程  

11/29 月  16:20 成田発（ JL729）→ 22：25 デンパサール着（柴田団員のみ）  

11/30 火  09:10 デンパサール発（MZ8480）→ 12:00 ディリ着   

15:00 JICA 駐在員事務所打合せ 16:00 日本大使館表敬  

12/1 水  農林水産省表敬、PCM ワークショップ準備（マナツト）  

12/2 木  PCM ワークショップ準備（マナツト）  

12/3 金  PCM ワークショップ（マナツト）  

12/4 土  PCM ワークショップ（マナツト）  

12/5 日  PCM ワークショップ整理  

12/6 月  16:20 成田発（ JL729）→ 22:25 デンパサール着（官団員）  

12/7 火  09:10 デンパサール発（MZ8480）→ 12:00 ディリ着   

15:00 JICA 駐在員事務所打合せ 16:00 日本大使館表敬  

12/8 水  ラクロ灌漑施設視察  

12/9 木  09:00 農林水産省局長表敬  

09:30 農林水産省灌漑部打合せ 15:00 農林水産省食料穀物部打合せ  

12/10 金  PCM ワークショップ  

12/11 土  農林水産省マリアナ事務所打合せ、マリアナ灌漑施設視察  

12/12 日  ミニッツ準備  

12/13 月  08:30 農林水産省大臣表敬、ミニッツ協議 16:00 財務計画省協議  

12/14 火  ミニッツ準備  

12/15 水  09:00 ミニッツ署名・交換   

15:30 JICA 駐在員事務所報告 16:30 日本大使館報告  

12/16 木  12:45 ディリ発（MZ8490）→ 13：40 デンパサール着（官団員）   

23:55 デンパサール発（ JL720）→ 

12/17 金  07:50 成田着  

12/18 土  資料整理（柴田団員のみ）  

12/19 日  資料整理  

12/20 月  追加調査  

12/21 火  追加調査、 JICA 駐在員事務所報告  

12/22 水  12:45 ディリ発（MZ8490）→ 13:40 デンパサール着  

23:55 デンパサール発（ JL720）→ 

12/23 木  07:50 成田着  
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１－４ 主要面談者 

＜東ティモール側＞  

(1) 農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)）  

Eng. Estanislau Aleixo da Silva      Minister 

Mr. Francisco de Sa Benevides       Vice-Minister 

Mr. Cesar Jose da Cruz       Permanent Secretary 

Mr. Martinho Laurentino Soares   Deputy Director, Irrigation and Water 

Management Division 

Mr. James Oliver Oduk       Irrigation Advisor, Irrigation and Water 

 Management Division 

Mr. Gil Rangel da Cruz       Chief, Cereal Crops Division    

 Mr. Claudino Nabais        Head of Seeds Division  

  Mr. Genaro San Valentin      UNDP Advisor for Director of Food Crops 

Division  

田辺 立美           灌漑・水利組織アドバイザー   

 

(2) 財務計画省（Ministry of Planning and Finance）  

     Mr. Jose F. Abilio          Deputy Director, Planning and External 

                                       Assistance Management Division 

  渡邉 健             援助調整アドバイザー        

 

(3) ラクロ灌漑スキーム（Laclo Irrigation Scheme Area）  

  Mr. Sebastiano M. de Carvalho    Vice-President, WUA   

 

(4) マリアナ地区事務所（Mariana District Office）  

Mr. Alfredo Soares         District Irrigation Officer  

Mr. Eugenio Borges         District Agriculture Coordinator  

 

＜日本側＞  

(1) 在東ティモール日本大使館  

 旭  英昭           大使     

 和田 明範           参事官  

 野澤 佳奈子          二等書記官  

 

(2) JICA 東ティモール駐在員事務所  

 田中 俊明           首席駐在員  

木村 真嘉              企画調査員    

Mr. Jose Lucas           ナショナルスタッフ    
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第２章 新規プロジェクトの枠組み  

 

２－１ 基本計画 

(1) 案件名：  

和文：東ティモール国マナツト県灌漑稲作プロジェクト 

英文：The Irrigation and Rice Cultivation Project in Manatuto in the Democratic 

 Republic of Timor-Leste 

(2) 協力期間：3 年間  

(3) 実施機関：農林水産省マナツト農業事務所  

(4) 対象地域：マナツト県ラクロ灌漑スキーム  

(5) 上位目標：  

1. 対象地域において農家の所得が増加する。 

2. 改良された稲作及び灌漑維持管理が東ティモール国内の他の地域に適用される。 

(6) プロジェクト目標：対象地域において米生産性が向上する。 

(7) 成果：  

1. 対象地域において灌漑施設を効率的に利用した稲作が改良される。 

2. 水利組織によって対象地域の灌漑施設が適切に維持管理される。  

(8) 活動：  

＜成果１に向けて＞ 

1. 対象地域において灌漑稲作営農システムによる稲作技術及び適正品種の実証・展示

を行う。 

1-1  対 象 地 域 における営 農 実 態 （作 付 時 期 、作 付 作 物 、収 量 、種 子 ・肥 料 の調 達 方 法

等）の把握  

1-2 適正種子の選抜  

1-3 対象地域に適応した稲作技術の検討・確立 /実証・展示  

2. 対 象 地 域 において灌 漑 稲 作 営 農 システムを確 立 するため、農 業 機 械 及 び畜 力 の実

証・展示を行う  

2-1 農業機械及び畜力の使用実態の調査  

2-2 対象地域に適応した農業機械、畜力の活用方法の実証・展示  

＜成果 2 に向けて＞ 

1. 対象地域の水利組織を強化し、灌漑施設の維持管理能力の向上を図る。 

1-1 水利組合の活動状況及び機能の実態把握  

1-2 関係者の合意に基づく水利調整計画の策定  

1-3 灌漑施設の維持管理活動の実施とモニタリング 
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2. プロジェクトの自立発展性を確保するため、対象地域において研修を行う。  

2-1 研修教材の作成  

2-2 中央政府、県関係者に対する研修の実施  

2-3 水利組合、農民リーダー、NGO に対する研修の実施  

 

２－２ 日本側・東ティモール側の投入 

(1) 日本側の投入  

1) 専門家派遣  

      長期専門家 3 名（チーフアドバイザー/灌漑、稲作、業務調整 /農民組織化） 

短期専門家（農業機械等）年間 2 名程度を予定。 

第三国専門家の可能性も検討予定。 

2) 機材の供与  

    今後、東ティモール側との協議により決定。  

3) カウンターパート研修受入  

      年間 2 名程度を予定。  

4) ローカルコスト負担  

      一般現地活動費に加え、現地適用化事業費によりプロジェクトオフィスの整備

を予定。  

(2) 東ティモール側の投入  

1) カウンターパートの配置  

      本プロジェクトのフルタイムのカウンターパートとして、農業機械、灌漑、作

物の各分野の Officer をプロジェクトサイトに配置する旨、農業大臣より言及が

あった。  

      農林水産省本省については、数ヶ月後に機構改革が行われる予定であり、中央

から地方への配置替えもあることから、機構改革後に本省のカウンターパートが

決定される。  

2) ローカルコスト負担  

      東ティモール側負担の予算については、具体的な必要経費の積算がないことも

あり、予算確保の確約を取り付けることは出来ず、ミニッツ上においても、「日

本側からリクエストを行った」という表現に留めた。財務計画省からは、農林水

産省への配賦予算に追加的な予算措置を確約できることは出来ない旨言及があ

った。  

 

２－３ プロジェクト実施体制 

農林水産省本省レベルでは、プロジェクトダイレクターに農林水産省農業・畜産局

長（National Directorate of Agriculture and Livestock）、プロジェクトマネージャーに灌

漑部長（Directorate of Irrigation and Water Management）の配属を行う旨東ティモール

側から了解を取り付けた。  

 プロジェクトのカウンターパートとしては、プロジェクトサイトであるマナツト県
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の農林水産省農業事務所の職員が 3 名（農業機械、灌漑、作物）配置される予定であ

る。本省におけるカウンターパートについては、今後農林水産省内で行われる機構改

革後に配置が検討されることとなる。  
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第３章 技術協力の妥当性  

 

 2002 年 5 月に独立した東ティモール国では、インドネシア時代から抱えている問題

に加え 1999 年以来の政局混乱に伴うさまざまな問題が表面化している。インドネシア

からの分離以降、各援助機関の支援を受けた東ティモール政府は、これらの問題点の

解決策を、国家開発計画（2002 年 5 月）、開発計画のロードマップ（2003 年 4 月）、セ

クター投資計画（Sector Investment Program、通称 SIP）（2004 年 9 月）として策定し

た。これらの各計画は、政局混乱に伴う農業人口の流出、一部灌漑施設の破壊に伴う

農業生産性低下等、農林水産業の具体的な課題に対する解決を目指すものである。  

同国の「国家開発計画」は、「総論」「経済見通し」「セクター別開発戦略」の章か

ら構成されている。「総論」で全体の開発戦略を 9 項目に整理している。この 9 項目は、

セクター横断的に類型しており、「貧困削減」および「自給自足から市場経済への転換」

の中で農林水産業に関して言及している。「セクター別開発戦略」では、「貧困削減、

村落・地域開発」および「農林水産業」がそれぞれ独立したセクターとして開発戦略

が策定されている。特に、「農林水産業」のゴールとして第 1 番目に掲げられている目

標は、家計レベルおよび国家レベルでの食料安全保障の確保と食料自給率の向上とな

っている。  

 「農林水産業」「保健」「教育」「インフラ」などを始めとして 14 分野で作成される

ことになっている SIP は、プロジェクトの候補案件をとりまとめた計画である。他分

野に先駆けて完成した農林水産業分野の SIP では、食料安全保障の観点からの農業を

重要視している。  

 東ティモールでは、人口 90 万人の 8 割が農村部で生活し、自給自足的な農業が中心

となっている。また、メイズ、コメ、キャッサバを主食とする同国は、メイズ、キャ

ッサバをおおむね自給しているがコメは需要の半分を輸入に依存している。食料安全

保障の観点から、コメの自給率向上が緊急の課題となっている。  

今回、プロジェクトの実施方針に関して PDM に基づき 5 項目評価を行った。その

結果は、以下のとおりである。  

 

(1) 妥当性  

1) 本案件の上位目標である「対象地域において農家の所得が増加すること」及び「改

良された稲作および灌漑維持管理が東ティモール国内の他の地域に適用される」こ

とは、「国家開発計画」の「貧困削減」及び「食糧の安全保障、食糧自給率の向上」

及び「政策・戦略フレームワーク」における灌漑作物の増産という課題の短期目標

である「営農システムの改善」及び「効率的な水利用の改良」と一致している。  

2) 本案件の 2 つの上位目標は、我が国の東ティモールに対する農業・農村開発の重

点目標に合致している。  

日本には、水利組合を中心とした稲作農業の経験の蓄積があり、本案件において

もその経験を参考にすることができる。  
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ラクロ灌漑スキームの農民は、水利組合による灌漑施設の維持管理及び営農改善

についての具体的なトレーニングを必要としている。  

(2) 有効性  

1) 本案件の 2 つの成果である「対象地域において灌漑施設を効率的に利用した稲

作が改良される」こと及び「水利施設によって対象地域の灌漑施設が適切に維持管

理される」ことにより、対象地域において米生産性が向上するというプロジェクト

目標の達成が期待できる。  

2) 食糧安全保障のために、米の増産を図るという国家政策および米価の安定および

市場へのアクセスにかかる国家方針の変更の可能性は低いため、本案件の有効性は

高いと言える。  

(3) 効率性  

1) 本案件は、ラクロ灌漑施設に対する日本による緊急無償資金協力による施設整備

及び開発調査における稲作農業実証調査の 2 つの事業を受けて実施されるもので

あり、今までの投入と成果を引き続き利用することができる。  

2) 施設の改修および水利組合の設立をうけて、稲作営農の改善および水利組合の育

成の 2 つに絞って、3 年間及び 3 名の専門家を投入することは、時期的にも規模的

にも適切である。  

3) 他の援助機関（ACIAR、GTZ や UNOPS 事業）において実証されつつある水稲種

子の選定結果を、本案件に適用することができる。  

(4) インパクト  

農林水産省本省の職員の能力が向上し、本省を通じて他地域への展開が期待でき

る。  

水利組合（WUA: Water Users’ Association）および農民グループへの共同作業の訓

練が、地域共同体の育成につながることが期待できる。  

米の生産性向上により、米の販売量の増加、端境期における生産、米の品質の向

上や余剰労働力の増加が期待できる。これらの成果の近隣農家や流通経路への波及

効果が期待できる。  

灌漑施設の維持管理及び営農改善にかかる研修教材や選定された種子が近隣地域

に分配されることが予想されることから地域以外の農家への波及効果が期待でき

る。  

(5) 自立発展性  

低地灌漑地域の主要作物である稲の生産性向上は、東ティモール政府の農業政策

上の最重課題である食糧安全保障のひとつの課題となっており、農林水産省は引き

続き灌漑施設の維持管理手法の確立および水利組合の強化に努めると考えられる。 

中央政府、県関係者、水利組合や農民リーダーのプロジェクトへの参画を促すこと

により関係者のオーナーシップを醸成し、本案件終了後も、東ティ国側のみでの活

動が期待できる。  

中央政府の予算が期待できない中で、水利組合の会計の透明化により農民の水利
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組合への参加意識が高まり水利費を徴収できるようになり、自立的な活動を期待で

きる。  

現地に適応した営農技術を開発することにより農林水産省及び農民による自立発

展的な展開が期待できる。  

また、貧困・ジェンダー・環境等への配慮については、以下のようにまとめられ

る。  

＜貧困＞：国家開発計画の全体のゴールとして「全てのセクター、地域において

貧困を削減すること」が大きな課題として掲げられており、本案件もそのプログ

ラムにそった個別プロジェクトのひとつである。  

＜ジェンダー＞：対象地域では伝統的に女性の地位が高く、家計を女性が握って

いる。本案件の実施に当たっても、農業経営における女性の積極的な関与が期待

できる。営農改善に伴う余剰労働力の創出は、女性の経済的、社会的地位の向上

につながると考えられる。  

＜環境＞：本案件では、限られた水資源を有効に使おうとする技術移転や適正な

肥料管理による土地生産性の向上を目指しており、地域の環境保全に資するもの

である。  

以上にみられるように 5 項目評価に関しても、貧困、ジェンダー、環境等への配

慮に関しても極めて妥当性が高いと判断することができる。  
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第４章 協力実施にあたっての留意事項  

 

４－１ 運営管理上の留意事項 

４－１－１ 東ティモール全体について  

東ティモールの協力実施にあたって、大きく 3 つの問題点に分けることができる

と思われる。第 1 に一般的に行政組織の人材不足と、行政能力の不足がある。農林

水産省の全職員は全国で 200 人である。これは小国ではあっても、少なすぎると言

えよう。第 2 に農業分野の技術力の低さである。インドネシアでは州により稲作技

術の格差があったが、もともと乾燥気候に属する東ティモールは、灌漑稲作の歴史

が浅いと思われ、灌漑技術と稲作技術の双方にかなり改善の余地があると思われた。

第 3 に、国が小規模なため、従来のプロジェクトの規模の発想を変える必要がある。  

そのような状況の中で第 1 の問題対応のために、政府職員の能力向上とともに、

人材不足を補足するために専門家は行政組織の代替をせざるを得ない状況が想定

される。これは、東ティモールの場合、やむをえないと考える。現在派遣中の援助

機関専門家等は、すくなからずそのような役割を担っているとのコメントがあった。 

また、国内に適切な指導者（行政官、技術者ともに）が不足している状況を勘案

すると、裨益者に直接協力を行い、OJT 形式で職員の行政能力および技術力を高め

る方法をとらざるを得ないと思われる。さらに、マナツトでのワークショップで提

起されたさまざまな問題点の解決策を、調査団が提案したプロジェクトの計画に落

とし込む作業を行っており、プロジェクトで解決すべき問題の範囲はかなり広範囲

になっている。  

これらに対応するためには、インドネシアなどをよく知った現場に強い専門家の

派遣が必要である。  

第 2 の問題対応については、SIP をドナーが分担することと並行して、日本政府

が仲介者となって、インドネシアやタイからの協力を進めることが一案として考え

られる。  

今回の調査で、東ティモール国民のインドネシアへの心理的な抵抗感は、かなり

少ないと思われた。そのため、インドネシアは、東ティモールの独立の経緯から積

極的な支援をする立場にないと言えるが、日本が仲介を行い、インドネシアが東テ

ィモールを支援することも考えられる。また、タイは援助実施国として第 3 国専門

家の派遣を準備しており、東ティモールにも十分適用可能と思われる。  

第 3 の問題については、裨益者が利用可能な既成技術の導入を細く長く実施する

ことが望ましいと思料する。高度な技術は不用で、簡単な技術に特化して、継続す

ることが重要であろう。  

 

４－１－２ 治安状況等について  

   自衛隊が 2004 年 6 月に撤退した後も、治安は安定しているように見受けられた。

凶悪犯罪は少ないようである。ただし、国内での治安状況について継続的に情報収

集を行う必要がある。  
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他方、病気の際の医療体制に不安がある。緊急時の輸送ルートとして、バリ経由

シンガポールまたは日本がもっとものぞましい。  

 

４－１－３ プロジェクトについて  

(1) 実施体制（中央政府の機構改革）  

       中央レベルでは、プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネージャーを

配置した。プロジェクトサイトは、マナツト県となるため、県職員を現場での

カウンターパートとすることとなった。  

    また、東ティモール農林水産省の本部で数カ月後に機構改革が行われる予定

とのこと。たとえは、農業生産局（Crop Production）では、28 名の中央政府職

員、各県 1 名のスタッフという状況の中で、更に中央から地方への配置換えを

行うとのこと。  

カウンターパートの配属の依頼に対し、農水省大臣からプロジェクトサイト

（マナツト）でのカウンターパートの配属について 3 名配属する旨の明確な言

及があったが、中央政府レベルでも、実務を行うカウンターパートを確保する

必要がある。  

(2) プロジェクト事務所について  

    プロジェクト事務所としてマナツト県の農林水産省県事務所を提供するよう

先方に依頼し、基本的に了解をとった。電気は夕方 6 時から夜 12 時まで使用可

能。それ以外の時間帯は電気を使えない。発電機と燃料代の負担が必要と考え

られる。業務の環境が整備されるまで、ディリから 1 時間半をかけて、通勤す

る必要がある。現地調査後の協議の場で大臣から言及があったため、内部を確

認する時間がなかった。  

    なお、第 1 次事前調査評価で示唆のあった種子センターを改修し活用する案

は、建物が小さすぎることと、躯体および内部がかなり荒れていること、イン

フラの整備が改めて必要と思われることから、新築以上に費用がかかることが

予想される。種子センターの改修は現実的でない。  

    種子センターに隣接した倉庫は、種子および苗木の保管に使用していたと思

われる。この倉庫は改修して集会所として活用できる可能性がある。プロジェ

クトの判断に任せたい。  

(3) 水利組合について  

       マリアナとマナツトの状況を比較して、WUA の運営能力にかなりの地域差

があると思われた。マリアナは比較的優良な WUA の管理とそれに従う協力的

な農民参加、マナツトは問題を抱えた WUA 幹部と農民の対立である。  

マナツトの状況は、WUA の幹部と農民の間で相互不信がある一方、農民は伝

統的水門管理者（マリノ）を尊重しており、かなりこじれた状況となっている。

WUA 幹部は、WUA の機材を私的に利用する等の行為を行っており、農民の信

頼が少ない。しかし、灌漑地域内に所有する農地のほか、建設会社を中心に複

数の会社を経営する WUA 幹部は地域内での発言力と実行力をもっている。
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WUA の強化に重点をおく当プロジェクトは、マリノとの関係も含めた慎重な

プロジェクト運営が求められる。  

(4) 専門家の住居  

       マナツトにおける住居の供給は極めて少ないが、日本の施工業者が宿泊した

住居があったため、そこを調査した。改修を行えば、住むことは可能であるが、

平日はマナツト、週末はディリという生活が適切であろう。  

 

(5) 先方の予算について  

       独立間もない東ティモールでは、徴税の仕組みが確立していない。そのよう

な中で、援助に依存した国家財政運営は援助協調の形態を採らざるを得ない。

先方の予算に期待できないため、従来型の先方の負担を要求する方式でなく、

日本側のプロジェクト予算を明示した上で、その中での予算配分を計画する方

法をとることが望まれる。具体的には、発電機の燃料代、他の灌漑調査等のた

めの出張手当等の一部を負担することが必要と思われる。  

(6) 初期の裨益者を援助リソースとして活用する方法  

       直接技術を指導した裨益者を普及のための援助リソースとして活用すること

が、東ティモールの協力では必要と思われる。政府職員は OJT で技術を習得す

るとともに、農民同士の情報交換の場を設けるような役割を担うことにより、

行政組織の弱点を補えるのではないか。具体的には、種子増殖の農家への委託、

農家の圃場を使った営農方法の展示等が考えられる。  

 

４－１－４ プロジェクト開始までの進め方  

   プロジェクト開始に先立ち、派遣予定の業務調整専門家を事前の準備のために調

査団（第 3 次事前評価調査団）として年度内に派遣することを提案する。日本の技

術協力を初めて受け入れる東ティモールでは、プロジェクト開始のために準備すべ

きことがかなりある。また、3 年間のプロジェクトでプロジェクト目標を達成する

ためには、事前の準備が重要となる。そのため、プロジェクトサイトの環境整備を

事前に進めることとしたい。  

 

４－１－５ その他の注意事項  

ドナー協調・プログラムの中でのプロジェクトの手続き  

   東ティモールはアフリカ諸国同様、世銀主導によるドナー協調が進んでおり、開

発計画もプログラム化されていることが印象的であった。今回のプロジェクトも

SIP の中の 1 プロジェクトに位置付けられている。  

事務所情報によれば、援助のプログラム化とともに、援助手続きの調和化が課題

となっているとのこと。そのため、第 1 に技術協力協定が締結されても、手続きの

内容確認で発効が遅れる可能性がある。第 2 に実施協議の段階で、手続きの調和化

が障害となり、プロジェクト開始が遅れる可能性がある。  

それらの問題が発生した場合、3 名の個別専門家派遣で実質的なプロジェクトス
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タイルで推進すべきか、外務省等と協議の上、判断することとしたい。  

  

４－２ 技術分野における留意事項 

４－２－１ 灌漑・水利組織分野  

(1) 水利組合の現状と組合規則  

水利組合は、2004 年 12 月 8 日現在今年は 1 度も組合集会を行っていないと

のことであった。組合集会は組合が 2001 年半ばに設立され 2003 年まで 6 回行

ったとのことだが、開発調査のパイロットプロジェクトが 2003 年 7 月に終了し

たことにより、水利組合の自発的な活動は行われなくなったと考えられる。組

合副理事長の説明によると、組合活動の問題点は 4 点あり、①水管理（用水の

配分）、②灌漑施設の維持（土砂の排砂）、③農民からの水利費の徴収、④明文

化された組合規則がないことである。いずれも組合活動の重要な活動であり、

今後、組合活動の活性化を行う必要がある。  

特に、組合規則については、口頭で農民に説明するだけで、ゲートの開閉な

ど組合活動や組合経費の収支も記録していないとのことであった。現時点では、

農民からみると組合活動に不透明な部分があり信頼できないため、早急に、組

合規則を制定し活動や経費について公開する必要がある。また、現時点では、

灌漑施設の管理区分も不明確で責任の所在が明らかでない。例えば「幹線の管

理は WUA、2 次水路以下は農民組織による管理」等明文化する必要がある。  

組合規則の制定には日本の土地改良区の土地改良法、定款、管理規定で参考

になるところがあるので、適用を検討すべきである。また、将来的には、水利

費を払わない場合の罰則規定の導入も踏まえて検討する必要がある。  

なお、組合活動の活性化に際しては、現在農林水産省灌漑水管理部で作成し

ている 2500 分の 1 の地図が有用である。同地図は 1 筆ごとの灌漑系統が明確で

2005 年 2 月には完成するとのことであった。  

(2) マリノと水利組合  

本地区にはマリノ（Marino）と呼ばれる 450 年の歴史を持つ伝統的な水管理

リーダーが存在した。マリノはある一族による世襲制で、灌漑水路の維持管理

と配水を担っており、最初の取水時や収穫期には伝統的な儀式を行っていた。

本地区には 4 名のマリノがおり、インドネシア時代には、政府から手当てを支

給されるとともに、農民からは籾米による謝礼が送られていた。2001 年後半の

水利組合設立時に、マリノは水利組合の顧問的な立場として水利組合の中に取

り入れられた。しかしながら、現地調査時には、マリノと組合役員及び２次水

路リーダーとの関係がうまくいっていなかった。マリノにとっては、政府から

も水利組合からも手当てが支給されず水利組合の活動には不満であると考えら

れる。また、農民の側からみると、灌漑用水の使用に対しマリノに伝統的な形

で謝礼を支払うのか、新しい水利組合に水利費を支払うのか明確でないとの声

もあった。  

副理事長の話では、マリノの当地域における水管理の役割は長い歴史を持つ
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もので、長い時間をかけても新しい水利組合と共存していくべきものとのこと

だった。このためには、マリノの水利組合における役割と報酬を明確にする必

要がある。JICA 専門家は水利組合とマリノが共存していくための触媒作用とし

ての活動が期待される。  

さらに水利組合の活動を円滑に行うには、水利組合の組織上監査役になって

いる村長（ chefe de suco）とアドバイザーになっている長老会（Ketua Adat）の

具体的な役割と活動をどのように位置づけるか検討しなければならない。また、

農民グループも 2 次水路ごとのグループと村単位のグループでは、構成農民が

異なることにも考慮する必要がある。  

(3) カウンターパートの不足   

現場レベルの灌漑分野のカウンターパートは農林水産省マナツト農業事務所

（District agriculture office at Manatuto）の灌漑技師（District irrigation officer）

が配置予定である。しかし、同事務所には灌漑技師が 1 名しかおらず他の業務

との兼任になること、さらに同技師のバックグランドが栽培であることから、

カウンターパートとしての大きな期待はできない。さらに、本プロジェクトの

アウトプットの 1 つが「水利組合によるラクロ灌漑スキームの効率的な実施」

であるため、必要に応じプロジェクト専門家が水利組合や農民に直接技術移転

する必要がある。このため、技術移転先として、水利組合役員、2 次水路責任

者、マリノ、篤農家などを効果的にプロジェクトに取込む必要がある。  

(4) 農民への普及マニュアル  

本 地 区 の 灌 漑 マ ニ ュ ア ル と し て 国 連 プ ロ ジ ェ ク ト サ ー ビ ス 機 関 （以下

UNOPS）が、①Organizing farmers for repair, rehabilitation, and operation and 

maintenance of Manatuto irrigation system, September 2001 と  ②  Improved 

operation and maintenance manual, November 2003 を作成している。これらには、

水利組合の設立、農民や水利組合への研修、灌漑施設の維持管理、組合の規定、

水利組合と関係機関との役割、主要施設の維持管理方法などが説明されている。

しかしながら、副理事長によるとこれらのマニュアルはすべて英文で記載され

ており、存在そのものは承知しているが、利用もしていないとのことであった。  

実際には、② Improved operation and maintenance manual, November 2003 に関

しては、テツン語バージョンが作成されている。また UNOPS が実施した水利

組合へのトレーニングにおいても、適宜、テツン語の説明資料を利用していた。

しかしながら、それらのマニュアルや教材が十分に水利組合員に浸透・普及し

なかった模様である。  

また、開発調査のパイロットプロジェクトでも、45ha と小地域であるが灌漑

水路の改修及び 36 名の農民による農民組織化と水管理を実施した。これらにつ

いても、英文資料が中心であったため、現在では活用していないとのことであ

った。  

このため、灌漑施設の維持管理を農民に普及するには、テツン語やガロレン

語で、写真や図表を多く用いたわかりやすいマニュアルを作成する必要がある。
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なお、UNOPS 作成のマニュアル及びパイロットプロジェクト経験は本プロジェ

クトの中に積極的に取り入れていく必要がある。  

(5) 幹線水路上流部の土砂の除去   

本プロジェクトの灌漑水はラクロ川の取水口から取水され導水路をとおり、

スマセ川をサイフォンでくぐり、受益地に送られる。しかし、ラクロ川は河川

勾配が急で流速が早く多くの土砂を含んでいる。そのため、取水口付近、沈砂

池、導水路、サイフォンには多くの沈殿物が見られた。特にサイフォンは 157m

あり（幅 1.5mX 高さ 1.5m）、土砂の除去が必要である。今回の現地調査時には、

3 名の作業員が排水ポンプと手作業でサイフォン内の土砂を取り除いていた。

土砂の除去は今年になって初めてで 1 週間以上はかかり、費用は水利組合から

支払うとのことであった。  

       また、ブルドーザーとバックフォーはサイフォンをわたって下流側にある水

利組合の倉庫に保管してあった。このため、取水口等サイフォンから上流の土

砂を排砂するには、重機をスマセ川を渡す必要がある。水利組合副理事長の話

では、雨季でもスマセ川を渡すことは可能とのことであったが、高水位に備え、

重機の保管場所の検討が必要である。  

いずれにしても、上流部の土砂の除去はプロジェクト開始の早い段階から水

利組合の活動の中で取り組んでいく必要がある。この土砂の除去が円滑に行わ

れないと受益地に灌漑水がいきわたらないことになり、農民のプロジェクト参

加意欲に大きく影響するため、水利組合による持続的で定期的な土砂の除去体

制を確立する必要がある。  

(6) 本プロジェクトの波及効果  

当国には灌漑計画面積は 68,000ha、実際の灌漑面積は 35,000ha ある。一方、

本プロジェクトの受益地は 660ha で、計画面積の 1.0％、実灌漑面積の 1.9％に

過ぎない。本プロジェクトの実施に際しては様々な課題があるが、他の地域に

おいても様々な課題を持っていると考えられる。課題の内容は同じものもあれ

ば異なるものもあろうが、本プロジェクトの実施上得た経験や成果は広く同国

の灌漑農業に波及すべきである。  

さいわい、JICA では農林水産省本省に個別専門家で「灌漑アドバイザー」を

派遣している。本アドバイザーはプロジェクトの立ち上げに際し、全面的に協

力するとともに、プロジェクトの成果を他の灌漑地区にも波及するよう努める

べきである。このためには、 JICA 東ティモール事務所、 JICA 本部、日本の農

水省による同専門家への支援が必要である。  

(7) 米の価格と農民のインセンティブ  

本プロジェクトに係る灌漑リハビリ事業（無償）は 2003 年 11 月に工事が終

了している。一方、2004 年の米の雨期作期間は 2003 年 12 月から 2004 年４月

であり、乾期作期間は 5 月から 9 月であった。農民は 2004 年に雨期作を行った

が、乾期作（2 期作）はリハビリ事業が終了しているにもかかわらず行わなか
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った。その理由は、乾期作を行い増産しても高く売れないため、農民の乾期作

に対するインセンティブが低かったからである。同国の市場にはヴィエトナム

やタイからの安い米が輸入されている。このため、乾期作を行うための新たな

労力の投入、代掻きや籾摺りに必要な投資等を考慮し、米を積極的に作付けし

なかったと考えられる。米は農家にとって自給作物としては価値あるものであ

るが、現時点では、販売用としては必ずしも高い価値があるものではない。  

米の価格を高くするには、高品質米の導入、市場の開拓が望まれる。  

さらに、政府による国家的な対策として「国内米の価格の安定」が必要であ

る。国家レベルで見ると、同国の人口の 8 割が農村部に居住し自給自足的な農

業を行っている。しかしながら、30％の農家は米の収穫後メイズの収穫までの

11 月から 2 月まで食料不足状態に陥っている。主要作物であるメイズとキャサ

ッバはほぼ自給しているが、米は消費の 3 分の 1 程度しか生産しておらず輸入

に頼っている。一方、輸入米には 6％の輸入税と 6％の販売税を課しているだけ

である。さらに、農林水産省の予算は国家予算の 2％という低さで、これは世

界銀行主導による社会セクター（教育や保健）を重視し、生産セクターを民間

に任せるという方針によるものと考えられる。  

よって、農民の営農意欲を高め米の自給率を高めるためには、農業予算の増

大、生産資材の安価な提供、米の買い取りも含んだ補助、輸入米に対する関税

の引き上げ、輸入米の総量枠の制定等の検討が必要である。このことは、国家

開発計画（National Development Plan）の農林水産分野における 7 つのゴールの

1 つである「食糧安全保障と食糧自給率の向上」に寄与し、当国の国家発展、

農業発展に必要である。今後、農林水産省及び JICA が派遣予定の「農林水産

大臣アドバイザー」等が中心になって実行に移していく課題だと考える。  

 

４－２－２ 営農  

   東ティモールの国内米については、品質、価格の面で輸入米との競争にさらされ

ている。食料自給などの国家政策、流通の面からもサポートが必要となるが、以下

生産技術の向上により、品質、生産性を向上させることが求められるところである。  

(1) 肥料、除草について  

収穫前の稲について、稲穂の状態が十分で無く稲の土壌養分が収奪されてい

ると思われる。窒素の不足が原因かもしれないが、現在農林水産省においても

肥料の入手確保に務めているようであり安価な肥料の確保が望まれる。裏作へ

の豆科作物導入により窒素固定、家畜堆肥の導入を図る等の対応も検討すべき

である。  

雑草についても多く見られたが、圃場内水管理を適切に行い雑草の防止を図

ることが必要である。また、農薬についても量が限られていることとその適切

な使用方法について技術指導が必要。  

(2) 収穫後処理について  

収穫後の状況については現地では確認できなかったが、刈り取り後に脱穀を
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されないまま圃場に稲が長期間放置される状態があるようで、品質低下の原因

と見られる。営農カレンダーなどにより管理を徹底し、適正な収穫後処理の実

施が求められる。  

(3) 種子について  

    種子については、ワークショップ等でも問題点として挙げられており、優良

な品種がなく、品種が混在していることが問題視されていた。新品種の導入に

当たって適正な試験機関がないことが課題となっている。  

 これら課題について、他の援助機関（GTZ や UNOPS 事業）において稲種子

導入の実証事業が行われていることから、その成果結果が本プロジェクトに適

用されることにより、効率的に種子供給が可能と考えられる。  

       また、当面は篤農家などに対し種子生産を依頼し、継続的に種籾の生産が行

えるような体制も必要と考えられるが、インドネシア時代に整備された種子セ

ンターについては現在全く機能しておらず、将来的には施設の改築を含め機能

の回復が求められる。  

(4) 畜力耕起について  

ラクロ地区においてトラクター台数が十分で無く畜力耕起が行われているが、

水牛の飼料や飲用水が十分で無く畜力の生産力が劣ることが判明した。  

土地自体が痩せており、牧草地は無く圃場周辺の雑草や圃場内の作物を食用

としている。このため、栄養状態はよくなく家畜の圃場内への侵入により作物

の倒壊のほか土壌の締め固めを引き起こし好ましく無い状態となっている。  

山羊、水牛等家畜については放し飼いにされており、飼い主が管理するとい

った意識は無いようである。さしあたって、牧草地の確保により、家畜の栄養

状態の改善を図り井戸の掘削、用水の引き込みなどにより飲雑用水の確保を図

るべきと思われる。  

家畜疾病に対する対応も課題となるが、プロジェクト外で何らかの対応が望

まれるところである。  

(5) ハンドトラクターの管理について  

トラクターについてはこれまで日本、韓国から供与が行われている。しかし

その管理能力は必ずしも良いとは言えない。  

数台のトラクターが、故障箇所がそのまま放置されており、スペアパーツ、

メンテナンス技術の不足が原因であると考えられるが、スペアパーツの供給拠

点とメンテナンス技術者の養成、農民への操作、簡易メンテナンス等の研修会

に取り組んでいくことが求められる。  

トラクターの台数にあっては、マナツトのラクロ灌漑スキーム 660ha で 13 台

を共同利用しており、絶対数が不足している。また、リース料も高いとの意見

が出ている。若年農民については農業機械の使用を望んでおり、プラウを活用

した畜力とあわせて機械化を進めていくことが求められる。  

今後機械化営農については実態を調べ必要な台数を把握しトラクターの供与



Ⅱ－21 

を推進していくべきである。  
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第５章 専門家生活環境  

 

 長期専門家、技プロ専門家がそれぞれ赴任することとなるディリ、マナツトの生活

環境について以下、概要について報告する。  

 情報については JICA 事務所等からの聞き取りによる。  

５－１ ディリについて 

５－１－１住宅事情  

市内には、長期滞在可能なホテル、アパートが多数存在する。現在、大使館、JICA

関係者もホテル滞在者が多い。特に戸建てを借りるのでなければ治安上問題はない

ものと思われる。主要な宿泊施設のリストは表の通りで月額 US＄1,000～2,000 程度

で賃貸可能な施設が多い。  

通常はホテル内にレストランが併設されており、ホテル内で食事を済ませること

も可能であるが、炊事は電気調理器具により可能な施設も多い。  

  

５－１－２ 電気通信事情  

固定電話、携帯電話ともディリ市内では通話可能、国内の 9 県の県庁所在地にお

いても携帯電話は通話圏内となっている。今後一年以内（2004 年 12 月現在）に、

ポルトガルテレコムとティモール企業の合弁によるティモールテレコムにより全

ての県について固定電話圏になる予定である。国際電話も直接可能で日本への通話

についても音質については非常に良好であった。また、インターネットについても

ISDN 程度の速度で使用可能である。月額の使用料については いずれのユーザー

もインターネット加入料 US$35 が必要なほか、利用時間に応じた月額基本料（US$5

～50）と利用料（US$0.079～0.029/分）が必要。  

月 30 時間以上利用の契約では月額基本料 US$50、利用料 US$ 0.029/分（平日 8:00

～20:00 および土曜 8:00～13:00）、US$0.019/分（平日夜間・土曜日午後・日曜）と

なる。  

  電気については停電が何度かあるようだが、ホテルで滞在している場合、常時エ

アコンを付けているが、問題なく使用可能となっている。冷凍庫などを扱う商店な

どでは別途ジェネレーターを設置している。  

 

５－１－３ 医療事情  

ディリ市内に国立病院があり内科、外科、麻酔科、放射線科、歯科などを擁して

いる。緊急外来も 24 時間対応で設置されている。なお、 JICA 事務所には健康管理

員が配置されており、健康面でのアドバイスを受けることができる。  

国内の機関では医療スタッフ、治療薬などにおいて十分でないため、満足な治療

が受けられない場合は、ディリから直行便のあるバリ（インドネシア）、ダーウィ

ン（オーストラリア）の医療機関など、国外での受診を推奨する。生活習慣病の検

査などは国外の機関で受診した方が信頼がおける。  
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また、緊急時における国外（シンガポールやオーストラリアのダーウィンなど）

への患者移送サービスとしては International SOS ジャパンが利用可能である。日本

語が話せるスタッフが 24 時間対応し、各専門医が移送中に同伴して適切な医療管

理を行いつつ、病態に応じてシンガポール、オーストラリアやインドネシアの適切

な施設へ搬送する。  

 

５－１－４ 子女教育事情  

2004 年 12 月現在、在留邦人の数は 81 人である。配偶者、未就学時を同伴してい

る者はいるが就学児はいない。  

ダーウィンにインターナショナルスクールがあり、家族をダーウィンに居住させ

て就学している例はあるようである。  

 

５－１－５ その他生活事情  

日用品については、スーパーマーケットが市内に 5 軒あり概ねの品物は揃う。自

衛隊員が 2004 年の前半まで居たこともあり、日本食の素材が豊富である。レスト

ランについても充実しており和洋中、タイ料理などかなり幅広い種類の店がある。

価格的には、店の格にもよるがランチで US$5、ディナーで US$10 前後といったと

ころ。  

金融機関については 3 カ所あり、海外送金や外貨交換に対応している。オースト

ラリア系の金融機関では同国資本のスーパーでデビッドカードが使用可能となっ

ている。  

  

５－１－６ 交通事情  

  道路総延長 6,000km、幹線 1,250km のうち北部は良好に整備されている。ただし

夜間については道路照明や誘導標が無く危険であるため長距離の走行を控えるべ

き。  

ディリ市内については信号がないためラッシュ時に若干混雑する程度である。最

近車の量が増えたようである。  

 

５－２ マナツトについて 

５－２－１ 周辺都市とのアクセス  

ディリから 50km 東側に位置し車で一時間半程度で移動可能。マナツトの更に東

側に位置するバウカウ市までは一時間程度である。ディリからの道路は鋪装され比

較的快適ではあるが、夜間走行が危険で起伏も多く往復で毎日 3 時間の通勤は現実

的で無い。また、バウカウについてはマナツトと距離的には近いが治安上十分に安

全が確保されていないとの理由から専門家の居住先として相応しく無い。  

  このため、技プロ専門家についてはマナツト市内への居住が現実的であるが、十

分な宿舎確保ができるまで、ディリから通勤することとなる。  
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５－２－２ マナツトの生活環境  

市内には数は少ないものの宿泊可能なホテルがある。電気、水道はあり自炊も可

能である。電話については前述の通り、市内で携帯の圏内となっており、今後固定

電話も配置される見込みである。  

医療機関についてはバウカウあるいはディリまで行くこととなる。また、日用品

についてもキヨスと呼ばれる小さな雑貨店がある程度なので週末などにディリま

で出て調達することとなる。  

 

５－２－３ プロジェクトオフィス  

  当初インドネシア時代に種子センターとして利用されていた施設をオフィスとし

て想定していたが、同施設については荒廃しており、崩落の危険もあった。改修を

行うにしても相当のコストを伴うことから、別途、候補地を検討していたところ、

東ティモール側より、農林水産省マナツト農業事務所の一室を提供する旨の回答が

あった。  
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第６章 今後の予定  

 

2005 年 2 月頃 事業事前評価表の承認  

        R/D 内容の検討  

 

2005 年 3 月頃 R/D 署名・交換（日本側の署名者は東ティモール駐在員事務所長）  

 

2005 年 5 月頃 プロジェクトの開始、長期専門家の赴任  
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